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平成１９年度平成１９年度平成１９年度平成１９年度    国立大学法人大分大学国立大学法人大分大学国立大学法人大分大学国立大学法人大分大学    年度計画年度計画年度計画年度計画    
 

 

ⅠⅠⅠⅠ    大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置    

１１１１    教育に関する目標を達成するための措置教育に関する目標を達成するための措置教育に関する目標を達成するための措置教育に関する目標を達成するための措置    

（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置    

○ 教養教育の成果に関する具体的目標の設定 

◇ 教養教育の全般的見直しを行い，豊かな感性と教養並びに倫理観を備えた，人間性豊か

な人材を育成する。 

（今年度の実施事項）１（今年度の実施事項）１（今年度の実施事項）１（今年度の実施事項）１ 

  ・ 各評価に対応した教養教育の達成状況の調査・検討を進めると共に，平成１８年度に

教務部門会議で検討した「教育改革の課題と方策」をたたき台として，全学の教養教育

の全般的な見直しをすすめる。 

 

◇ 国際性を身に付けた人材を育成するため，異文化理解力，情報活用能力や外国語を含む

コミュニケーション能力の向上を図る教育を充実させる。特に，英語については，「仕事で

英語が使える」人材の育成を目指して教科内容等の改善を図る。 

（今年度の実施事項）２（今年度の実施事項）２（今年度の実施事項）２（今年度の実施事項）２ 

・ 教養教育実施機構及び高等教育開発センターを中心に，下記の事項を実施する。 

ａ 実用的な英語能力向上のため，TOEIC 試験を全学的に実施するとともに，実施状況

を踏まえた効果的な活用の検討を進める。  

ｂ コミュニケーション能力の向上を図る教育の充実を進める。 

 

 ◇ 導入教育の充実を図り，学習の動機付けを高める。 

（今年度の実施事項）３（今年度の実施事項）３（今年度の実施事項）３（今年度の実施事項）３    

  ・ 高等教育開発センターは，平成１８年度に教務部門会議で検討した「教育改革の課題

と方策」をたたき台として，導入教育の充実を図る。 

 

○ 卒業後の進路等に関する具体的目標の設定 

◇ 学士課程での教育により，自らの専門を積極的に生かし，社会に貢献することができる

人材を育成する。また，大学院へ進学し，高度な専門的知識の習得を目指す人材の育成を

図る。 

（今年度の実施事項（今年度の実施事項（今年度の実施事項（今年度の実施事項）４）４）４）４    

  ・ キャリア開発部門会議と教務部門会議は，これまでに開設した授業科目を点検評価し，

キャリア形成教育の体系化を図る。 

 

 ◇ 大学院課程での教育により，教育者，研究者及び高度専門職業人として国内外で活躍す

ることができる人材を育成する。 

（今年度の実施事項）５（今年度の実施事項）５（今年度の実施事項）５（今年度の実施事項）５    

  ・ 教育課程及び履修方法の検証を行い改善，充実を図る。 

 

○ 教育の成果・効果の検証に関する具体的方策 

 ◇ 学生による授業評価の分析と適切な成績評価の結果を踏まえて，教育の成果・効果の検

証を行う。 

（今年度の実施事項）６（今年度の実施事項）６（今年度の実施事項）６（今年度の実施事項）６    

  ・ 引き続き学生による授業評価の分析と適切な成績評価の結果を踏まえて，教育の成

果・効果の検証を行う。 

 

 ◇ 各授業科目の到達目標を明確にし，履修した学生の達成度を調査する。 
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（今年度の実施事項）７（今年度の実施事項）７（今年度の実施事項）７（今年度の実施事項）７    

  ・ 各学部と教務部門会議は，履修した学生の達成度を点検・検討し，問題点を検討する

とともに，平成１８年度に講じた改善策について点検・評価を行う。 

 

 ◇ 社会（雇用主等）に，卒業生及び修了生の能力及び教育成果に関する調査を行い，その

調査結果を教育課程・教育内容等の改善に活用できるシステムを構築する。 

（今年度の実施事項）（今年度の実施事項）（今年度の実施事項）（今年度の実施事項）８８８８    

  ・ キャリア開発部門会議は，平成１８年度，社会（雇用主等）を対象に実施した教育成

果に関する実態調査結果を分析し，キャリア形成教育に反映させる。 

 

（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置    

○ アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策 

 

「学士課程」 

 

 ◇ アドミッション・ポリシーの周知・徹底を図るための広報活動を一層充実させる。 

（今年度の実施事項）９（今年度の実施事項）９（今年度の実施事項）９（今年度の実施事項）９    

  ・ オープンキャンパス，キャンパス大使等の受験者確保のための戦略的広報活動の充実

を図る。 

 

◇ アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するために，入試方法（募集単

位・科目・問題作成等）の改善を行う。また，AO入試の導入を検討する。 

（今年度の実施事項）１０（今年度の実施事項）１０（今年度の実施事項）１０（今年度の実施事項）１０    

  ・ AO入試，出張入試等の多様な入試や問題作成の改善・工夫について検討する。 

 

◇ 入学後の追跡調査に基づき，推薦・社会人などの特別選抜，一般選抜及び編入学につい

て，選抜方法及び募集人員等の見直しを検討する。 

（今年度の実施事項）１１（今年度の実施事項）１１（今年度の実施事項）１１（今年度の実施事項）１１    

  ・ 平成１８年度までの調査結果に基づき，入試部門会議において各学部のアドミッショ

ン・ポリシーに応じた入学者選抜を実現できているかを調査・分析する。必要に応じて，

入試部門会議において入試方法の改善及び募集人員の改定を行う。 

 

◇ 本学と高等学校との連携を通じて，高等学校教育と大学教育のより適切な接続方法等を

検討する。 

（今年度の実施事項）１２（今年度の実施事項）１２（今年度の実施事項）１２（今年度の実施事項）１２    

  ・ 入試部門会議は，適切な入試問題を出題するための体制を確立するとともに，出前講

義の充実を図る。 

・ 教務部門会議は，推薦入学合格者に対する入学前の学習指導の充実を図る。 

 

 ◇ 留学生の受入れについては，入試情報などの積極的な提供により，留学生数の増加を目

指す。 

（今（今（今（今年度の実施事項）１３年度の実施事項）１３年度の実施事項）１３年度の実施事項）１３    

  ・ 留学生センター運営委員会は，留学生数の増加についての点検・評価に基づき，問題

点等の確認を行う。 

・ 留学生センター運営委員会は，ホームページ及び NAFSA 総会，留学フェア，外国人留

学生進学説明会等への参加を活用し，効果的な広報を推進する。 

 

「大学院課程」 

 

◇ 研究科のアドミッション・ポリシーに基づき，適切な入試科目・入試方法等を検討する。
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特に，社会人の再教育等への配慮を十分に行う。 

（今年度の実施事項）１４（今年度の実施事項）１４（今年度の実施事項）１４（今年度の実施事項）１４    

  ・ 各研究科において，アドミッション・ポリシーに基づく入試方法等について調査・点

検するとともに，社会人教育のための再チャレンジプログラムを適切に実施する。 

 

 ◇ 社会人の大学院入学者数を増やすために，昼夜間開講科目の充実・改善を図る。 

（今年度の実施事項）１５（今年度の実施事項）１５（今年度の実施事項）１５（今年度の実施事項）１５    

  ・ 再チャレンジプログラムによる社会人入学者の増加を図る。 

 

○ 教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策 

 ◇ 本学の基本理念・目標を実現するため，各学部と各研究科の授業科目の到達目標を明確

にする。 

（今年度の実施事項）１６（今年度の実施事項）１６（今年度の実施事項）１６（今年度の実施事項）１６    

  ・ 各学部と教務部門会議は，各学部及び各研究科において，「大分大学憲章」に謳われて

いる「教育の目標」を達成するために必要な各授業科目の到達目標の設定が，適切にな

されているか検証し，改善を図る。 

 

「教養教育」 

 

◇ 教養教育では，意思伝達・情報活用の力を重視し，語学力と情報活用能力などの基礎的

共通教育の充実を図るため，授業科目の具体的な到達目標を定めた教育課程を編成する。 

（今年度の実施事項）１７（今年度の実施事項）１７（今年度の実施事項）１７（今年度の実施事項）１７    

  ・ TOEIC を全学的に実施するとともに，実施状況を踏まえた効果的な活用の検討を進め

る。平成１８年度に教務部門会議で検討した「教育改革の課題と方策」をたたき台とし

て，基礎的共通教育の充実を進める。 

 

◇ 学生本位の立場から，多様なメディアを活用して教育内容・方法の改善を図る仕組みを

作るほか，個々の学生が自ら能力を伸張するための多様な学習方法（補習授業や基礎セミ

ナー・現地学習など）を工夫する。 

（今年度の実施事項）１８（今年度の実施事項）１８（今年度の実施事項）１８（今年度の実施事項）１８    

  ・ 教務部門会議は，多様な学習方法を活用した教育内容・方法について，課題解決型授

業の展開，体験活動とその意義付け等について検討し，改善を行う。教育内容・方法の

改善の仕組みを充実させる。 

 

「学士課程」 

 

◇ 育てるべき人材像に基づいた教育課程の編成を行うとともに，教育課程の見直し・点検

を組織的に行い，その改善・充実を図る。 

（今年度の実施事項）１９（今年度の実施事項）１９（今年度の実施事項）１９（今年度の実施事項）１９    

  ・ 教務部門会議は，平成１８年度に教務部門会議で検討した「教育改革の課題と方策」

をたたき台として，教育課程の改善・充実を図る。 

 

◇ 職業意識を啓発する授業科目を充実させるとともに，インターンシップ等の拡充を図り，

卒業後の進路を適切に選択できる能力を高める。 

（今年度の実施事項）２０（今年度の実施事項）２０（今年度の実施事項）２０（今年度の実施事項）２０    

  ・ キャリア開発部門会議と教務部門会議は，平成１８年度までに実施した職業意識啓発

科目を拡充し，更に徹底させるため，キャリア形成教育の体系化を図る。 

 

◇ 学部学生の大学院進学意欲を高めるため，優れた学生には，大学院で開講されている授

業科目を受講できるようにする。 
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（今年度の実施事項）２１（今年度の実施事項）２１（今年度の実施事項）２１（今年度の実施事項）２１    

  ・ 大学院授業科目のオープン化を実施する。 

 

 ◇ 大学院教育との接続を考えた教育課程を編成し，進学希望者に対して適切な指導を行う。 

（今年度の実施事項）２２（今年度の実施事項）２２（今年度の実施事項）２２（今年度の実施事項）２２    

  ・ 教務部門会議は平成１８年度に教務部門会議で検討した「教育改革の課題と方策」を

たたき台として，教育課程の改善・充実を図るとともに適切な指導を行う。 

 

「大学院課程」 

 

◇ 各研究科の育てるべき人材像に基づいた教育課程の編成を行うとともに，教育課程の見

直し・点検を組織的に行い，その改善・充実を図る。 

（今年度の実施事項）２３（今年度の実施事項）２３（今年度の実施事項）２３（今年度の実施事項）２３    

  ・ 教育課程の検証を行い改善，充実を図る。 

 

◇ 各研究科の壁を超えた教育課程を整備し，学生が他の研究科の授業科目を履修できるよ

うにする。 

（今年度の実施事項）２４（今年度の実施事項）２４（今年度の実施事項）２４（今年度の実施事項）２４    

  ・ 大学院部門会議が各研究科委員会と連携して，各研究科の授業の相互履修と履修単位

の相互認定について，調査・検討し，可能なものから実施する。 

 

○ 授業形態，学習指導法等に関する具体的方策 

 ◇ FD 研修を一層充実させるとともに，教員が相互に授業を参観し研修する公開授業等を実

践する。 

（今年度の実施事項）２５（今年度の実施事項）２５（今年度の実施事項）２５（今年度の実施事項）２５    

  ・ 引き続き，高等教育開発センターは，公開授業及び授業記録システムを活用した FD 研

修の充実を進める。 

 

 ◇ 少人数クラス編成により，教養教育・導入教育等の充実を図る。 

（今年度の実施事項）２６（今年度の実施事項）２６（今年度の実施事項）２６（今年度の実施事項）２６    

  ・ 少人数クラス編成の実施状況の調査・検討を継続するとともに，平成１８年度に教務

部門会議で検討した「教育改革の課題と方策」をたたき台として，少人数クラス編成に

よる教養教育・導入教育の充実を進める。 

 

 ◇ 遠隔授業システム利用のための研修を行い，活用の拡大・促進を図る。 

（今年度の実施事項）２７（今年度の実施事項）２７（今年度の実施事項）２７（今年度の実施事項）２７    

  ・ 遠隔授業システムを利用した授業を引き続き行うとともに，そのための研修を実施す

る。 

 

 ◇ 各授業科目のシラバスの形式を統一し，その内容の改善や電子化・一般公開を図る。 

（今年度の実施事項）２８（今年度の実施事項）２８（今年度の実施事項）２８（今年度の実施事項）２８    

  ・ 平成１８年度の実施計画を検証し改善を図る。 

 

 ◇ 学外で取得した各種検定試験等に応じた単位認定の幅を広げる。 

（今年度の実施事項）２９（今年度の実施事項）２９（今年度の実施事項）２９（今年度の実施事項）２９    

・ 教務部門会議は，各種検定試験の調査結果を基に単位認定の枠を広げる。  

 

◇ 学生用図書を充実させ，学生の自己学習を支援する e-Learning を推進する等，教室外で

の学習を促す学習環境の整備を図る。 

（今年度の実施事項）３０（今年度の実施事項）３０（今年度の実施事項）３０（今年度の実施事項）３０    
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  ・ 教務部門会議は，平成１８年度の調査結果に基づき，図書委員会と連携して学生用図

書の充実を図るとともに，e-Learningの活用推進を図る。 

 

 ◇ 放送大学をはじめ他大学（外国の大学等を含む）との単位互換を推進する。 

（今年度の実施事項）３１（今年度の実施事項）３１（今年度の実施事項）３１（今年度の実施事項）３１    

  ・ 協定を締結した大学と単位互換を行う。 

 

○ 適切な成績評価等の実施に関する具体的方策 

◇ 学士課程においては，６段階成績評価や GPA 制度等による成績評価の実施状況について

分析し，適切な成績評価を実施する。 

（今年度の実施事項）３２（今年度の実施事項）３２（今年度の実施事項）３２（今年度の実施事項）３２    

  ・ 平成１８年度の調査・検証の結果を分析し，適切な成績評価の方法を策定する。 

 

◇ 各授業科目の成績評価基準を明確にし，特に同一名称の科目等については成績評価の一

貫性を図る。 

（今年度の実施事項）３３（今年度の実施事項）３３（今年度の実施事項）３３（今年度の実施事項）３３    

  ・ 同一名称科目の成績評価の一貫性を徹底させる。 

 

 ◇ 成績評価のための課題レポート及び定期試験等の解説や，模範解答例の公表を積極的に

行う。 

（今年度の実施事項）３４（今年度の実施事項）３４（今年度の実施事項）３４（今年度の実施事項）３４    

  ・ 定期試験等の解説や解答例の作成と公表の徹底を図る。 

 

○ 教育の改善に関する具体的方策 

◇ 大学教育開発支援センターを改組した高等教育開発センター（仮称）において，教育内

容及び教育方法に関する企画・開発，教育支援，教育評価の見直し等を行い，教育改革を

推進する。 

（今年度の実施事項）３５（今年度の実施事項）３５（今年度の実施事項）３５（今年度の実施事項）３５    

  ・ 高等教育開発センターは，教務部門会議等と連携しつつ，全学的視点から教育内容・

教育方法・教育評価の改善策を新たに企画・実施する。 

 

（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するため（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するため（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するため（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置の措置の措置の措置    

○ 教養教育，学部，研究科等の教育実施体制等の整備･充実 

◇ 教育研究評議会，教養教育委員会，教務委員会並びに大学院委員会で教育実施体制を見

直し，高等教育開発センター（仮称）の支援を受けながら，権限と責任のある全学的な教

養教育実施体制，学部及び研究科ごとの教育実施体制を整備・充実させる。   

（今年度の実施事項）３６（今年度の実施事項）３６（今年度の実施事項）３６（今年度の実施事項）３６    

  ・ 平成１８年度に教務部門会議で検討した「教育改革の課題と方策」をたたき台として，

全学的な教養教育実施体制の整備・充実を進める。 

 

◇ 教育研究評議会及び教養教育委員会，並びに教務委員会の議を経て，教養教育と専門教

育との横断的な連携を図るための体制を早急に確立する。 

（今年度の実施事項）３７（今年度の実施事項）３７（今年度の実施事項）３７（今年度の実施事項）３７    

  ・ 平成１８年度に教務部門会議で検討した「教育改革の課題と方策」をたたき台として，

教養教育と専門教育の横断的な連携の改善を進める。 

 

○ 適切な教職員の配置等に関する具体的方策 

 ◇ 教育の実施体制の充実・改善を図るために，教職員を柔軟に配置することを教授会，教

務委員会及び教育研究評議会で検討する。その際，教員の研究上の専門性が十分発揮され

るように配慮する。 
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（今年度の実施事項）３８（今年度の実施事項）３８（今年度の実施事項）３８（今年度の実施事項）３８    

  ・ 平成１８年度の調査結果及び平成１８年度に教務部門会議で検討した「教育改革の課

題と方策」をたたき台として，教育の実施体制の充実改善を図る。 

 

◇ 教養教育と専門教育の有機的連携を推進するため，教養教育委員会で教養教育における

全学出動方式を徹底し，平成１７年度までに全学のすべての教員が，実施可能な教養教育

科目の登録を行う。  

（今年度の実施事項）３９（今年度の実施事項）３９（今年度の実施事項）３９（今年度の実施事項）３９    

  ・ 平成１８年度に教務部門会議で検討した「教育改革の課題と方策」をたたき台として，

全学出動方式による実施体制の見直しを進める。 

 

○ 教育に必要な設備，図書館，情報ネットワーク等の活用・整備の具体的方策 

◇ 教養教育委員会で教養教育の施設・設備の更新を計画的に行い，学習環境の整備を図る

とともに，各学部も整備計画を策定する。 

（今年度の実施事項）４０（今年度の実施事項）４０（今年度の実施事項）４０（今年度の実施事項）４０    

  ・ 平成１９年度に導入する総合情報処理センターのネットワーク機器等を考慮し，ネッ

トワークの有効な利用促進を検討する。 

・ 全学的な「情報基盤整備計画」の一環として教養教育ネットワーク施設整備を進める。 

 

◇ 挾間キャンパスと旦野原キャンパス間の学生ならびに教職員の効率的な移動手段として

教養教育委員会の責任でキャンパス間のシャトルバス等を運行する。 

（今年度の実施事項）４１（今年度の実施事項）４１（今年度の実施事項）４１（今年度の実施事項）４１    

  ・ 平成１８年度実施状況を踏まえ，引き続きキャンパス間のシャトルバス等を運行する。 

 

◇ 多様なメディアを利用した教育を行うため，教務委員会及び教養教育委員会の検討を経

て，教授会の了承のもとに講義室・演習室の機器・設備の状況を点検し，総合情報処理セ

ンターと連携して全教室への情報ネットワークシステムの整備等の具体的な計画を策定す

る。また，教育効果を高めるため，教務委員会及び教養教育委員会で SCS，e-Learning 等

ネットワークの活用方法を検討する。 

（今年度の実施事項）４２（今年度の実施事項）４２（今年度の実施事項）４２（今年度の実施事項）４２    

  ・ 教務部門会議は，高等教育開発センター及び総合情報処理センターと連携して，情報

ネットワークを整備し教育環境の整備を図る。 

 

◇ 総合情報処理センターを中心に，ネットワークの利用環境の整備，情報教育機器の整備

をはじめ，IT機器の利用方法や情報教育の支援の充実を図る。 

（今年度の実施事項）４３（今年度の実施事項）４３（今年度の実施事項）４３（今年度の実施事項）４３    

  ・ 新たに導入した基盤情報システムにより，情報教育環境の充実を図るとともに，その

利用指導・案内を実施する。 

  ・ 利用者の利便性と情報セキュリティを確保するために，統合認証基盤を整備し，１利

用者１アカウントの利用環境に向けて段階的に移行をしていく。 

  ・ 学術情報基盤を支える新たな基幹組織として，センターと附属図書館を統合する「ユ

ビキタス情報基盤センター（仮称）」設置計画について検討し，その結論を得る。 

 

◇ 附属図書館運営委員会において，学習用図書の充実及び電子図書館化への対応を推進し，

教育・学習支援機能を高めるとともに，授業時間外の学習等を支援するため，学習環境の

整備を行う。 

    （今年度の実施事項）４４（今年度の実施事項）４４（今年度の実施事項）４４（今年度の実施事項）４４    

  ・ 図書館利用者用コンピュータルームを整備し e-Learning を図書館で利用できる環境

を作り，利用を促進する。 

また，情報リテラシー教育の図書館での実施について検討し，実施に向けての計画
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を策定する。 

学生用図書費等の充実について他大学の状況等を調査するとともに，その方策につ

いて検討する。 

 

 ◇ 学生の学習を支援するため，教務委員会で全学的な教務情報システムの機能の充実を図

る。 

（今年度の実施事項）４５（今年度の実施事項）４５（今年度の実施事項）４５（今年度の実施事項）４５    

  ・ 新教務情報システムの仕様を策定し，平成１９年度中に導入する。 

 

○ 教育活動の評価及び評価結果を質の改善につなげるための具体的方策 

◇ 教員評価システムの運用により，評価委員会で教育活動を適切に評価し，教育・学習指

導の質の改善に資するフィードバックシステムを構築するとともに，優れた教員に対する

支援方策を検討する。 

（今年度の実施事項）４６（今年度の実施事項）４６（今年度の実施事項）４６（今年度の実施事項）４６    

  ・ 教育活動の評価結果を教育の質の向上につなげるためのフィードバックシステムを整

備するとともに，優れた教員に対する支援策や十分でない教員に対する対応策を構築す

る。 

 

◇ 教員の教育活動の評価について広報委員会が評価委員会と連携して評価結果を公表し，

高等教育開発センター（仮称）の FD活動等を通じて評価結果の活用を図る。 

（今年度の実施事項）４７（今年度の実施事項）４７（今年度の実施事項）４７（今年度の実施事項）４７    

  ・ 高等教育開発センターは教員の教育活動の評価結果を受け，その成果を活用した FD 活

動の方策を企画・実施する。 

 

 ◇ 生涯学習を支援するなど，教育上の社会貢献に関する評価システムを評価委員会で整備

する。   

（今年度の実施事項）４８（今年度の実施事項）４８（今年度の実施事項）４８（今年度の実施事項）４８    

  ・ 社会貢献活動の評価結果を教育の質の向上につなげるためのフィードバックシステム

を整備するとともに，優れた教員に対する支援策や十分でない教員に対する対応策を構

築する。 

 

○ 教材，学習指導法等に関する研究開発及び FDに関する具体的方策 

◇ 高等教育開発センター（仮称）を中心として，FD 研修会等を定期的かつ継続的に企画・

開催し，教材，学習指導法等の一層の充実を図る。 

（今年度の実施事項）４９（今年度の実施事項）４９（今年度の実施事項）４９（今年度の実施事項）４９    

  ・ 高等教育開発センターは，全学における教授法・教材研究活動を踏まえて，多様な FD

研修等（大学院担当教員を含む）を企画・実施する。 

 

◇ 高等教育開発センター（仮称）が実施する FD 研修会において，少人数授業，双方向型授

業やメディア教育，指導法等，学生の学力に応じた教育・学習指導法のあり方の研修を行

い，これに基づき教務委員会及び教養教育委員会で各授業を組織的に改善する。 

（今年度の実施事項）５０（今年度の実施事項）５０（今年度の実施事項）５０（今年度の実施事項）５０    

  ・ FD 研修等の実施状況を踏まえて，教育技法改善の進め方を教務部門会議で組織的に再

検討し，改善策を講じる。 

 

◇ 高等教育開発センター（仮称）で e-Learning システム等の有効活用を検討し，学生の学

力レベルに合った教材を開発，提供するとともに，定期的な見直しにより，グレードアッ

プを図る。 

（今年度の実施事項）５１（今年度の実施事項）５１（今年度の実施事項）５１（今年度の実施事項）５１    

  ・ 高等教育開発センターは，総合情報処理センターの新システムに対応した e-Learning
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システムの普及，教材の開発及びコンテンツの充実に取り組む。 

 

 ◇ 教務委員会及び教養教育委員会を中心に TA 等を積極的に活用して教育効果の向上を図る。 

（今年度の実施事項）５２（今年度の実施事項）５２（今年度の実施事項）５２（今年度の実施事項）５２    

  ・ TA活用の現状を検討し，必要な改善を図る。 

 

 ◇ TAなどの教育補助者の資質の向上を図るために研修等を実施する。 

（今年度の実施事項）５３（今年度の実施事項）５３（今年度の実施事項）５３（今年度の実施事項）５３    

  ・ 研修プログラムをブラッシュアップし，研修内容の改善を図る。 

 

○ 全国共同教育，学内共同教育等に関する具体的方策 

 ◇ 全国共同教育は，高等教育開発センター（仮称）のメディア教育プロジェクトによって

推進する。 

（今年度の実施事項）（今年度の実施事項）（今年度の実施事項）（今年度の実施事項）５４５４５４５４    

  ・ 高等教育開発センター及び教務部門会議が中心となって，遠隔講義システムや共同試

験等の利用の改善策を検討し，推進を図る。 

 

◇ 高等教育開発センター（仮称）が中心になって SCS や MINCS の利用を促進するとともに，

遠隔授業システムを積極的に活用する。 

（今年度の実施事項）５５（今年度の実施事項）５５（今年度の実施事項）５５（今年度の実施事項）５５    

  ・ 遠隔講義システムを活用した他大学との共同教育及び本学のキャンパス間の教育につ

いて，改善策を検討し，推進を図る。 

  ・ 生涯学習教育研究センターは，豊後高田市など連携先市町村を中心に，遠隔会議シス

テム及びインターネットを利用した遠隔学習プログラムを実施するとともに，その実施

体制やプログラムの改善を図る。 

 

◇ 教務委員会及び教養教育委員会が高等教育開発センター（仮称）及び総合情報処理セン

ターと連携して e-Learningや Web Learning の広範囲な利用の推進を図る。  

（今年度の実施事項）５６（今年度の実施事項）５６（今年度の実施事項）５６（今年度の実施事項）５６ 

  ・ 高等教育開発センターは，総合情報処理センターの新システムに対応した e-Learning

システムの普及，教材の開発，VODコンテンツの充実に取り組む。 

 

（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

○ 学習相談・助言・支援の組織的対応に関する具体的方策 

 ◇ 学生が授業科目や専門，専攻を選択する際に実施するガイダンスの改善を図る。 

（今年度の実施事項）５７（今年度の実施事項）５７（今年度の実施事項）５７（今年度の実施事項）５７    

  ・ ガイダンスの検証を行い必要な改善を図る。 

 

◇ 学生の学ぶ意欲を引き出し，それに応えるための相談体制と学習効果を高める助言体制

の整備・充実を図るとともに，学習支援のための環境整備に努める。 

（今年度の実施事項）５８（今年度の実施事項）５８（今年度の実施事項）５８（今年度の実施事項）５８    

  ・ 作成した，指導教員の手引き「教員ハンドブック」の活用を徹底させるとともに学生

の学ぶ意欲を引き出し，それに対応するための指導体制を充実させる。 

 

◇ 学生の学習を支援するため，指導教員，保健管理センター，事務職員等（教員以外の

者）の３者が連携・協力を図るためのネットワーク作りを行い，オフィスアワー制度の見

直し，TA 及びチューターの配置，進路相談体制等，学生の生活面及び精神面でのサポート

体制を強化する。 

（今年度の実施事項）５９（今年度の実施事項）５９（今年度の実施事項）５９（今年度の実施事項）５９    

  ・ 平成１８年度に構築した学生相談体制を活用するとともに，オフィスアワー，TA 及び
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チューターの活用を更に進め，サポート体制を強化する。 

 

◇ 学生の学習意欲を喚起するため，学業成績優秀者及び課外活動において顕著な成績を上

げた学生の表彰制度を導入する。 

（今年度の実施事項）６０（今年度の実施事項）６０（今年度の実施事項）６０（今年度の実施事項）６０    

  ・ 表彰制度の活用について更に徹底する。 

 

○ 生活相談・就職支援等に関する具体的方策 

◇ 各学部及び保健管理センター等において，学生の生活や心身の健康に関するカウンセリ

ング等の相談体制と健康管理のための支援体制を整備し，きめ細かい包括的な相談体制を

構築する。 

（今年度の実施事項）６１（今年度の実施事項）６１（今年度の実施事項）６１（今年度の実施事項）６１    

  ・ 学生支援部門会議は平成１８年度に構築した「大分大学学生相談体制」の機能を促進

するとともに，保健管理センターで「学生相談ミーティング」及び「メンタルヘルス講

演会」や「メンタルヘルス講演会の報告会」を開催して，学生の生活や心身の健康に関

する相談・支援体制を強化する。 

 

◇ 学生及び留学生の厳しい就職状況に対応するために，キャリア教育を推進するとともに，

就職支援の体制と組織（就職支援室）の整備・充実を図る。 

（今年度の実施事項）６２（今年度の実施事項）６２（今年度の実施事項）６２（今年度の実施事項）６２    

  ・ キャリア開発部門会議と教務部門会議は，具体的方策の検討結果（職業意識啓発科目

の増設）を実施する。  

更に実施結果について内容を点検し，充実を図る。 

・ キャリア開発部門会議は，学生の利便性を考慮した平成１８年度キャリア相談体制の

拡充を図る。 

・ キャリア開発部門会議は，平成１８年度に設立した OB・OGによる就職支援体制「大分

大学キャリアサポーター制度」等の体制作りを企画・立案・実施する。 

・ キャリア開発部門会議は，平成１８年度の実施結果を基に留学生のための就職支援の

充実を図る。 

 

 ◇ インターンシップを推進し，就業体験による学習意欲と職業意識の向上を図る。 

（今年度の実施事項）６３（今年度の実施事項）６３（今年度の実施事項）６３（今年度の実施事項）６３    

 ・ キャリア開発部門会議は，平成１８年度に策定した「大分大学におけるインターンシ

ップポリシー」に基づき，インターンシップ先の拡大を図る。 

自治体に対しては，地域連携推進課との連携を図り，インターンシップ先の拡大を図

る。 

 

◇ 充実した学生生活を実現するために，学生生活関係の情報化を推進するとともに，学生

寄宿舎及び福利厚生施設などの生活支援施設の充実と利便性の向上を図る。 

（今年度の実施事項）６４（今年度の実施事項）６４（今年度の実施事項）６４（今年度の実施事項）６４    

  ・ 学生支援部門会議は，学生支援サービス用情報システムの利用促進状況について検証

するとともに一層の利用促進を図る。 

・ 学生支援課は，学生寄宿舎の施設面について，予算の範囲内で改修を図る。 

・ 学生支援課は，福利厚生施設に関し，学生のニーズに対応したサービス向上について，

業者と改善を協議する。 

 

◇ 日常的に学生からの意見を汲み上げるため，学生との意見交換会を定期的に開催すると

ともに，学内各所に提案箱（仮称）を設置する。 

（今年度の実施事項）６５（今年度の実施事項）６５（今年度の実施事項）６５（今年度の実施事項）６５    

  ・ 教務部門会議及び学生支援部門会議は合同で，教員と学生との意見交換会を定期的に
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開催し，学生の意見や要望を集約する。さらに電子意見箱（意見箱）や学生生活実態調

査のデータ等を参考に実施できるものから改善する。 

 

○ 経済的支援に関する具体的方策 

◇ 学生生活の継続に必要な経済基盤の確立に資するため，奨学金，授業料免除，アルバイ

トの紹介など多面的な支援体制を取りながら，学生生活の維持及び充実のための方策を総

合的に推進する。 

（今年度の実施事項）６６（今年度の実施事項）６６（今年度の実施事項）６６（今年度の実施事項）６６    

  ・ 学生支援部門会議は，授業料免除制度見直しの検討結果に基づき，奨学支援を実施す

る。 

また，奨学融資制度の実施状況を検証し，制度の充実を図る。 

 

○ 社会人・留学生等に対する配慮 

◇ 生涯学習の観点から，増加する社会人学生に対して，学習機会へのアクセシビリティを

向上させるとともに，学生の特性・個性に応じた支援を行う。 

    （今年度の実施事項）６（今年度の実施事項）６（今年度の実施事項）６（今年度の実施事項）６７７７７    

  ・ 社会人学生に対する教育サービスの情報提供の本運用を開始する。 

・ 社会人学生に対する学習相談の本運用を開始する。 

・ 社会人学生に対する学習支援プログラム（図書館の利用，語学，論理的な文書の書き

方・読み方等）の開発を継続し，体系的展開を行う。 

 

◇ 国際化の流れの中で増加しつつある外国人留学生に対して，各学生の特性・個性に対応

した支援を行う。 

    （今年度の実施事項）６８（今年度の実施事項）６８（今年度の実施事項）６８（今年度の実施事項）６８    

  ・ 学期終了ごとの各プログラム受講者へのアンケートにより問題点の解決を見ているが，

留学生センター運営委員会は今後も受講者の要望に基づくプログラム内容の改善・充実

を行う。 

・ 留学生センター運営委員会は，これまでの事業実績を基に，チューター及び国際交流

ボランティア会の協力の下，留学生と日本人学生の交流を充実させる。 

・ 留学生センター運営委員会は，年度ごとに宿舎入居の留学生に対する聞き取り調査を

継続し，予算を勘案しながら設備，備品類の整備を段階的に実施する。 

・ 留学生センター運営委員会は，完成した帰国留学生データベースを活用し，帰国留学

生との継続したコンタクトを実施する。 

 

◇ 障害を持つ学生に対する支援体制の充実と環境の整備を包括的に推進する。そのために，

指導体制や指導方法の工夫改善点を取りまとめるとともに，施設・設備等の整備を進める。 

（今年度の実施事項）６９（今年度の実施事項）６９（今年度の実施事項）６９（今年度の実施事項）６９    

  ・ 身体等に障害のある学生支援委員会を中心に，要支援学生への教育支援体制及び教育

指導体制について継続して改善を進めるとともに，視聴覚機器，教育機器等の必要な授

業環境，教室環境等の整備を段階的に進める。 

 

○ その他の方策 

◇ 大学開放事業など各種の事業実施において学生との協力関係を構築し，学生の多様な成

長を促すとともに教育効果の向上を図る。 

（今年度の実施事項）７（今年度の実施事項）７（今年度の実施事項）７（今年度の実施事項）７００００    

  ・ 大学開放イベントや大学等開放推進事業（Ｊｒサイエンス事業），PEC 会等への学生の

参加を促し，また，活き
2 

 プロジェクトを実施する。 

 

◇ 学生によるボランティア活動の推進のため，学内におけるボランティア支援センター

（仮称）の設置や活動の単位化などについて検討する。 
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（今年度の実施事項）７１（今年度の実施事項）７１（今年度の実施事項）７１（今年度の実施事項）７１    

  ・ 学生支援部門会議は，学内におけるボランティアに対する意識を高めるために学生の

ボランティア活動の実践者たちによる意見交換会や報告講演会を企画する。 

・ 学生支援部門会議は，アンケート調査の結果を踏まえて，ボランティア支援の機能を

備えたボランティア支援室を設置し改善・充実を図る。また，大分県と連携した企画に

参加することで意識の向上を図る。 

・ ボランティア科目を開設し単位化する。 

 

◇ 学生の人間的成長を促す場として，正課外の自主的活動の活性化を図るとともに，施設

の改善や条件整備を進める。 

（今年度の実施事項）７２（今年度の実施事項）７２（今年度の実施事項）７２（今年度の実施事項）７２    

  ・ 学生支援課及び医学・病院事務部学務課は，学生の課外活動に関する意向に基づき，

整備計画を立て可能なものから実施する。 

また，活き
2 

 プロジェクトの拡充を図るとともに，毎年実施する意見交換会の意見を反

映させ，学生支援協力金を活用して課外活動の活性化を図る。 

 

２２２２    研究に関する目標を達成するための措置研究に関する目標を達成するための措置研究に関する目標を達成するための措置研究に関する目標を達成するための措置    

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置    

○ 大学として重点的に取り組む領域 

 ◇ 研究教育拠点を目指すための人間環境科学，福祉科学，生命科学の学問分野に関する研

究 

    （今年度の実施事項）７３（今年度の実施事項）７３（今年度の実施事項）７３（今年度の実施事項）７３    

・ 平成１８年度に計画した「人間環境科学・物質生産科学」及び「生命科学・福祉科

学」のプロジェクト研究について，研究ロードマップ（研究計画）を作成し研究を推進

する。 

また，平成１８年度設定した課題研究においても，平成１９年度以降の研究計画に基

づき，研究を推進する。 

・ 関係部局において，地域の福祉や環境に関わる既存の研究成果について，講演会やシ

ンポジウムなどを実施する。研究戦略・推進部門会議は全学的観点から調整と支援を行

う。 

・ 研究戦略・推進部門会議において，平成１８年度に報告された「人間環境科学・物質

生産科学」及び「生命科学・福祉科学」に関する研究成果の講演会，シンポジウム等を

開催する。 

 

◇ 高度な資質を備えた学校教員の養成及び教育臨床，発達臨床，現職教員研修，生涯学習

支援システムなど，地域の教育課題解決を目指す研究 

    （今年度の実施事項）７４（今年度の実施事項）７４（今年度の実施事項）７４（今年度の実施事項）７４    

  ・ 「教育課題解決」に関し，平成１９年度以降の研究計画に基づき，課題研究を推進す

る。 

 

◇ 国際社会との連携を射程に入れた地域共生社会（福祉，文化，社会経済，情報ネットワ

ーク）の実現を目指す研究 

（今年度の実施事項）７５（今年度の実施事項）７５（今年度の実施事項）７５（今年度の実施事項）７５    

  ・ 「社会・人文科学」に関し，平成１９年度以降の研究計画に基づき，課題研究を推進

する。 

 

◇ 生命現象の基礎的研究並びに健康の維持・増進，疾病の治療・予防に寄与する独創的，

先導的研究 

    （今年度の実施事項）７６（今年度の実施事項）７６（今年度の実施事項）７６（今年度の実施事項）７６    

  ・ 医学部において「生命現象の独創的，先導的研究」に関し，平成１９年度以降の研究
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計画に基づき，課題研究を推進する。 

 

◇ 疾病を医学的側面のみならず，文化的・社会的・経済的背景を含めた生態系全体の中に

位置付ける研究 

    （今年度の実施事項）７７（今年度の実施事項）７７（今年度の実施事項）７７（今年度の実施事項）７７    

  ・ 「社会環境科学」に関し，平成１９年度以降の研究計画に基づき，課題研究を推進す

る。 

 

◇ 加齢に伴う問題を医療，工学，福祉面など学際的に研究し，ライフステージに応じて質

の高い生活を保障するための研究 

    （今年度の実施事項）７８（今年度の実施事項）７８（今年度の実施事項）７８（今年度の実施事項）７８    

  ・ 「加齢医学」に関し，平成１９年度以降の研究計画に基づき，課題研究を推進する。 

 

○ 研究成果の社会への還元に関する具体的方策 

◇ 地域社会との双方向的なコミュニケーションの積極的な推進によって，社会貢献の充実

を図るために，地域の産業振興や新産業創出などに貢献する共同研究を地域共同研究セン

ター及びコミュニティ総合研究センターを中心に積極的に進める。 

    （今年度の実施事項）７９（今年度の実施事項）７９（今年度の実施事項）７９（今年度の実施事項）７９    

・ 地域共同研究センターで，今までの共同研究テーマと，シーズ集掲載データとの整合

性の度合いを調査し，これまでの企画について見直しを行う。 

・ 地域共同研究センターで，研究シーズデータについて，改訂を行う。 

・ 地域共同研究センターで「出会いの場」という位置付けである産学交流会や研究シー

ズ発表会を引き続き開催する。 

・ 産学官連携の推進方策の改善に取り組む。 

 

◇ イノベーション機構の設置によって，リエゾン・オフィス等を一層充実させるとともに，

相談等の窓口機能の充実を図る。 

    （今年度の実施事項）８０（今年度の実施事項）８０（今年度の実施事項）８０（今年度の実施事項）８０    

  ・ イノベーション機構の理念や目的を再確認し，人員を配置する。 

また，関連する教職員，非常勤教職員の意識統一を図る。 

・ イノベーション機構の今後５年程度の中期的目標をたてる。 

・ リエゾンオフィスの活性化を図る。 

 

 ◇ 大分 TLOを活用し，年間１５件程度の特許の申請を実現する。 

    （今年度の実施事項）８１（今年度の実施事項）８１（今年度の実施事項）８１（今年度の実施事項）８１    

  ・ 法人承継した出願発明について,１５件程度の特許の申請（審査請求）を実現する。 

 

○ 研究の水準・成果の検証に関する具体的方策 

 ◇ 研究の評価体制の充実を図る。 

（今年度の実施事項）８２（今年度の実施事項）８２（今年度の実施事項）８２（今年度の実施事項）８２    

  ・ 評価委員会の下に，全学及び部局の評価体制の点検と改善を進めると共に，認証評価，

暫定評価に向けた自己評価体制の充実を図る。 

 

◇ 国内外の学会などへの貢献や高く評価された研究成果，受賞についての情報をはじめと

する研究活動に関して，幅広い広報体制を整備し，研究水準・成果の検証に資する。 

    （今年度の実施事項）８３（今年度の実施事項）８３（今年度の実施事項）８３（今年度の実施事項）８３    

  ・ 公開ホームページの「研究者情報」に，「受賞情報」「研究助成採択情報」を掲載し，

学外への広報を継続的に実施する。 

 

◇ 国内外の研究者・実践者等を招聘して講演会等を開催し，研究交流を深めることで研究，
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教育，実践の活性化を図る。 

    （今年度（今年度（今年度（今年度の実施事項）８４の実施事項）８４の実施事項）８４の実施事項）８４    

・ 研究，教育，実践の活性化を図るため，これまでの取組を踏まえ国内外の研究者等を

招聘した講演会等の開催，研究交流の深化に取り組む。    

 

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置 

○ 適切な研究者等の配置に関する具体的方策 

◇ 教員の教育と研究の活動分野に関する役割分担を考慮したシステムの開発を進め，研究

実施体制の改善に努める。 

（今年度の実施事項）８５（今年度の実施事項）８５（今年度の実施事項）８５（今年度の実施事項）８５    

  ・ 人事部門会議及び人事政策会議において，教員の配置状況及び平成１９年度からの新

しい職階制について検証し，必要に応じて改善する。 

 

 ◇ 研究の重点化を図るため，教員の流動的配置を行うシステムを構築する。 

    （今年度の実施事項）８６（今年度の実施事項）８６（今年度の実施事項）８６（今年度の実施事項）８６    

  ・ 教員の流動的配置に関する現状を踏まえ，今後の流動的配置の方策について更に検討

を進める。 

 

◇ 学科（学部，大学）を越えたプロジェクト形式の研究を推進できるような柔軟な研究体

制の整備を行う。 

    （今年度の実施事項）８７（今年度の実施事項）８７（今年度の実施事項）８７（今年度の実施事項）８７    

  ・ 研究戦略・推進部門会議において，大学，学部，学科等の枠を越えた研究プロジェク

トの問題点を整理し，必要に応じて改善計画を取りまとめ，更なる改善を図る。 

 

 ◇ 研究活動を支援するため，研究支援職員等を配置する。 

    （今年度の実施事項）８８（今年度の実施事項）８８（今年度の実施事項）８８（今年度の実施事項）８８    

  ・ 研究支援のあり方及び研究支援職員を含む具体的な研究支援体制について更に検討を

進める。 

 

○ 研究資金の配分システムに関する具体的方策 

◇ 研究の緊急度，必要性，社会的評価等に基づき，予算の重点配分などを行えるような柔

軟な体制を構築する。 

    （今年度の実施事項）８９（今年度の実施事項）８９（今年度の実施事項）８９（今年度の実施事項）８９    

        ・ 学長のリーダーシップの下，学長裁量経費において，研究推進拠点形成支援プログラ

ム，若手研究者萌芽研究支援プログラム及び教育研究診療設備整備支援プログラムを推

進させる中で，研究及び研究に関する環境整備について重点的支援を実施する。 

 

○ 研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体的方策 

 ◇ 研究室及び研究設備・機器等の整備を行う。 

    （今年度の実施事項）９０（今年度の実施事項）９０（今年度の実施事項）９０（今年度の実施事項）９０    

  ・ 研究室，研究設備・機器等の整備を行うに当たり，設備マスタープランに基づいた学

内ルールを作成し実施する。 

 

 ◇ 研究の重点化を図るため，研究室の再配置とレンタルラボを整備する。 

    （今年度の実施事項）９１（今年度の実施事項）９１（今年度の実施事項）９１（今年度の実施事項）９１    

  ・ 「有効活用スペースの推進計画」（平成１７年度策定）に基づき，共用研究室や学生の

ための共用スペースの拡大を図る。 

 

○ 知的財産の創出，取得，管理及び活用に関する具体的方策 

◇ 本学における知的財産の創出・取得・管理・活用を戦略的に実施するための体制として，
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大分大学知的財産本部を設置する。 

    （今年度の実施事項）９２（今年度の実施事項）９２（今年度の実施事項）９２（今年度の実施事項）９２    

  ・ 学長裁量定員等（予算）の見通しが付き次第，弁理士等の知的財産マネージャーの確

保を図り，知的財産本部の体制の充実（見直し等）並びに知的財産のシーズの創造，発

掘及び知財化の促進を図る。 

・ 平成１８年度に標記計画（前年度比最低１０％の出願数アップを図る。）を達成した。 

今後は，現状の維持に努める。 

 

◇ 地域共同研究センターを中心に，教員のための知的財産に関する教育等を行い，教員の

知的財産に対する理解と意識の向上を図り，併せて事務職員等の知的財産管理能力を高め

る。 

    （今年度の実施事項）９３（今年度の実施事項）９３（今年度の実施事項）９３（今年度の実施事項）９３    

  ・ 知的財産の手法に関する講習会を年２回開催する。 

  ・ 知的財産の意識啓発の講演会を年２回開催する。 

 

◇ 大分 TLO を活用した，大学の技術シーズと産業界ニーズのマッチングを促進するための

情報提供，教員と企業等との共同研究や受託研究のコーディネーション活動，企業等に対

するコンサルティング活動を通して，知的財産の創出・権利化に努める。 

    （今年度の実施事項）９４（今年度の実施事項）９４（今年度の実施事項）９４（今年度の実施事項）９４    

  ・ 平成１８年度の知的財産の創出・権利化に係る検討結果や実施効果等を勘案し，知的

財産本部と（有）大分 TLOとが連携して，その諸方策の構築を図る。 

 

 ◇ VBLによる学内ビジネスインキュベーション活動を推進し，知的財産の活用を図る。 

    （今年度の実施事項）９５（今年度の実施事項）９５（今年度の実施事項）９５（今年度の実施事項）９５    

  ・ 学生の起業家精神の涵養とベンチャー創出の促進を図る。プロジェクト研究のより一

層の展開と共同研究を推進する。 

 

○ 研究活動の評価及び評価結果を質の向上につなげるための具体的方策 

◇ 教員の研究活動に関する自己点検・評価及び外部評価等の結果をデータベース化して公

表するとともに，その評価結果をフィードバックし，研究活動を改善するための組織・シ

ステムを構築する。 

    （今年度の実施事項）９６（今年度の実施事項）９６（今年度の実施事項）９６（今年度の実施事項）９６    

  ・ 既存の個人業績データを前提に研究活動を改善するための方策を検討しまとめる。 

 

◇ 教員の研究の改善，特に質的向上を図るとともに，研究活動について広く社会に情報公

開するために，研究計画・研究活動に関する報告書の作成とその公開を進める。また，研

究活動・研究成果の評価に関する手法などを検討する。 

（今年度の実施事項）９７（今年度の実施事項）９７（今年度の実施事項）９７（今年度の実施事項）９７    

  ・ 教員評価システムの改善を進める。 

  ・ 研究推進部門と連携し，企業等が活用しやすくわかりやすい研究者情報の提供方法の

改善を行う。 

 

○ 全国共同研究，学内共同研究等に関する具体的方策 

◇ 学部・学科の枠にとらわれず，学内外の研究者の研究交流を促進するため，学内共同教

育研究施設等の整備を行い，共同研究の体制を充実させる。 

（今年度の実施事項）９８（今年度の実施事項）９８（今年度の実施事項）９８（今年度の実施事項）９８    

  ・ 全学の各センターの整備・統廃合における基本方針に沿って，順次共同研究の体制を

整備充実させる。 

  ・ 学内共同教育研究施設等の計画的な整備，研究者マップを活用した共同研究の推進。 

◇ 共同研究を創出するため，情報交換や多様な研究について話し合う交流スペースを確保
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する。 

    （今年度の実施事項）９９（今年度の実施事項）９９（今年度の実施事項）９９（今年度の実施事項）９９    

  ・ 平成１８年度の検討を加味し，更に交流スペースの確保を検討する。 

 

○ 学部・研究科・附置研究所等の研究実施体制等に関する特記事項 

 ◇ カリキュラム等の見直し，各種委員会の統廃合を通じ，研究環境を整備する。 

（今年度の実施事項）１００（今年度の実施事項）１００（今年度の実施事項）１００（今年度の実施事項）１００    

  ・ より実効的に研究環境の改善につなげるため，改編後の運営組織について検証を行う。 

・ 平成１８年度に教務部門会議で策定した「教育改革の課題と方策」を踏まえ，カリキ

ュラムの見直しを行い，教育活動の効率化を図る。 

 

 

◇ サバティカル制度の導入等，研究に専念できるような仕組みについて検討する。また，

各種委員会の統廃合を行うことによって，日常的な研究時間の確保を図る。 

((((今年度の実施事項今年度の実施事項今年度の実施事項今年度の実施事項))))１０１１０１１０１１０１ 

  ・ 研究専念制度を検討し関係部門会議等で導入整備を行う。 

 

 ◇ 国際交流・学術振興基金の財源の確保に取り組み，その運用方法を改善する。 

（今年度の実施事項）１０２（今年度の実施事項）１０２（今年度の実施事項）１０２（今年度の実施事項）１０２    

  ・ 基金を設立するための，活用方針，実施体制を整備する。 

 

 ◇ 新しい研究分野へのセンター等の設置，既設センター等の統合などについて検討する。 

（今年度の実施事項）１０３（今年度の実施事項）１０３（今年度の実施事項）１０３（今年度の実施事項）１０３    

  ・ 新しい研究分野へのセンター等の設置，既設センター等の統合などに向けて基本方針

に沿って，順次，整備充実する。 

 

３３３３    その他の目標を達成するための措置その他の目標を達成するための措置その他の目標を達成するための措置その他の目標を達成するための措置    

（１）社会との連携，国際交流等に関する目標を達成するための措置（１）社会との連携，国際交流等に関する目標を達成するための措置（１）社会との連携，国際交流等に関する目標を達成するための措置（１）社会との連携，国際交流等に関する目標を達成するための措置    

○ 地域社会等との連携・協力，社会サービス等に係る具体的方策 

 ◇ 本学研究者の研究内容・成果などのデータベースを整備し，地域との連携・貢献に役立

てる。 

（今年度の実施事項）１０４（今年度の実施事項）１０４（今年度の実施事項）１０４（今年度の実施事項）１０４    

  ・ 教員評価システムのデータベースから公開ホームページの研究者総覧データベースに

移行する手順について，細部を見直し精度の高いものにする。 

また，県内自治体等との具体的な連携事業を公開ホームページに掲載する。 

  ・ 県内町村との包括的な連携協力協定の締結を検討する。 

・ 連携協力協定を実施した自治体との協力事業を推進する。 

・ 協力事業実施のための体制を整備する。 

    

◇ 児童・生徒から専門的職業人をはじめとした社会人までの生涯学習の支援のために，生

涯学習教育研究センターを中心として，公開講座・公開授業をはじめとした大学開放事業

について，総合的に取り組む体制を整備するとともに，事業の質的向上と量的拡充を図り，

地域社会との連携・協力，地域への貢献を推進する。 

（今年度の実施事項）１０５（今年度の実施事項）１０５（今年度の実施事項）１０５（今年度の実施事項）１０５    

・ 公開講座・公開授業のあり方について検討結果を教授会や管理委員会などに報告し，

新しい実施の枠組みについて全学的合意を形成する。 

・ 大学開放事業の実施体制について検討し，大学開放事業についての実績や教育資源を活

用できるよう整備する。 

・ 福祉科学研究センターは，県，地域行政機関，諸団体との共催による大規模なフォー

ラムを企画する。 
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・ 福祉科学研究センターは，講演会を年３回以上実施し，専門的職業人及び一般住民へ

の福祉に関するサービス向上を図る。 

 

 ◇ 学部及び研究科と連携して，社会人の再教育や生涯学習の場を拡充する。 

（今年度の実施事項）１０６（今年度の実施事項）１０６（今年度の実施事項）１０６（今年度の実施事項）１０６    

  ・ 自治体や諸団体と連携したプログラムの開発を継続し，実施体制を整備しつつ，プロ

グラム数の増加を図る。 

・ サテライト講座と遠隔プログラムを合わせ，５プログラム程度を実施する。その際，

大分市産業活性化プラザを活用したサテライト講座を実施する。 

 

［教育］ 

 

◇ 社会のニーズをもとに，教育・福祉，経済学，工学，医学・看護学・医療等に関する教

育サービスを行い，本学と産業界並びに地域社会の連携・協力を図る。 

（今年度の実施事項）１０７（今年度の実施事項）１０７（今年度の実施事項）１０７（今年度の実施事項）１０７    

  ・ 自治体や諸団体と連携したプログラムの開発を継続し，実施体制を整備しつつ，プロ

グラム数の増加を図る。 

・ サテライト講座と遠隔プログラムを合わせ，５プログラム程度を実施する。その際，

大分市産業活性化プラザを活用したサテライト講座を実施する。 

 

［研究］ 

 

◇ 学内における研究･技術開発の成果を収集し，情報ネットワークを用いた情報発信により

産業界との連携・協力を促進する。 

    （今年度の実施事項）１０８（今年度の実施事項）１０８（今年度の実施事項）１０８（今年度の実施事項）１０８    

  ・ 平成１８年度の検討を踏まえ，産業界との連携・協力関係を推進するための方策を検

討し，公式ホームページによる情報発信の強化を図る。 

 

◇ 地域連携推進機構を改組してイノベーション機構として発足させ，地域社会ニーズの把

握，地域とのコミュニケーションの確立を図り，種々の要請に一元的かつ迅速に対応可能

なネットワークを形成する。 

    （今年度の実施事項）１０９（今年度の実施事項）１０９（今年度の実施事項）１０９（今年度の実施事項）１０９    

  ・ イノベーション機構のリエゾン機能の役割を明確化し，学内外に周知する。 

・ リエゾン機能の充実を図り，担当者のスキルアップを目指す。 

 

 ◇ 諸外国の大学や研究所との共同研究体制を整備し，協力と支援を推進する。 

    （今年度の実施事項）１１０（今年度の実施事項）１１０（今年度の実施事項）１１０（今年度の実施事項）１１０    

  ・ 外国の大学等との共同研究を実施する際の支援方策及び仕組みを検討策定する。 

 

○ 産学官連携の推進に関する具体的方策 

 ◇ 地域共同研究センターを中心とした共同研究・受託研究を一層推進する。 

    （今年度の実施事項）１１１（今年度の実施事項）１１１（今年度の実施事項）１１１（今年度の実施事項）１１１    

 ・ 地域共同研究センターで，金融機関等との連携において，企業課題の探索を更に進め，

大分大の地域産業界との連携を進めていく。 

・ イノベーション機構で，産学連携に関与する学外協力者の発掘を行い，他機関との新

たなる連携のあり方について検討を行う。 

 

 ◇ 大分大学知的財産本部を中心に，学と産・官の連携により，知的創造サイクルの形成に

努める。 

（今年度の実施事項）１１２（今年度の実施事項）１１２（今年度の実施事項）１１２（今年度の実施事項）１１２    
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  ・ 平成１８年度の検討を踏まえ，知的財産本部及び同専門部門で，知的財産のライセン

シングとロイヤリティ取得による研究活動の活性化について，更なる検討を進める。 

 

○ 地域の公私立大学等との連携・支援に関する具体的方策 

 ◇ 単位互換の拡大のほか共同授業，共同セミナーなどによって連携を深める。 

（今年度の実施事項）１１３（今年度の実施事項）１１３（今年度の実施事項）１１３（今年度の実施事項）１１３    

  ・ 教務部門会議は，大分県下の公私立大学等との間で単位互換を実施し，大分地区での

遠隔授業を実施するとともに，共同授業，共同セミナーの開催の可能性についても引き

続き協議を行う。 

 

 ◇ 大分県内の他大学等の教員や企業人等を本学の研究員・研究生として積極的な受入れを

図る。 

（今年度の実施事項）１１４（今年度の実施事項）１１４（今年度の実施事項）１１４（今年度の実施事項）１１４    

  ・ 教務部門会議を中心に，平成１８年度整備した研究生の受入れのための募集要項の広

報と受入れの促進を行う。 

  ・ 研究員，研究生の経済的援助策等を取りまとめ，受入制度の改善策を作成する。 

  ・ 地域 MOT 推進協議会の開催を始めとして，他機関との連携の中で MOT 教育カリキュラ

ムの充実を図る。 

 

◇ 大分 TLO に参加する地域の公私立大学等との研究上の連携を深め，中核大学としての役

割を果たす。 

    （今年度の実施事項）１１５（今年度の実施事項）１１５（今年度の実施事項）１１５（今年度の実施事項）１１５    

  ・ イノベーション機構において地域の公私立大学等との連携を深める。 

 

◇ 附属図書館と地域の大学図書館・公共図書館との連携・協力関係を強化し，目録の横断

検索サービスを実施する。また，公共図書館との相互貸借サービスについて整備・拡充を

行う。 

    （今年度の実施事項）１１６（今年度の実施事項）１１６（今年度の実施事項）１１６（今年度の実施事項）１１６    

・ 公立図書館との横断検索システムを構築し，相互貸借サービスを試行し，本サービス

の実施に向けての準備を行う。 

大分県内の医療従事者に向けた医学文献デリバリーサービスを実施する。 

 

○ 留学生交流その他諸外国の大学等との教育研究上の交流に関する具体的方策 

 ◇ 留学生交流及び学術交流に関わる組織的整備の充実を図る。 

（今年度の実施事項）１１７（今年度の実施事項）１１７（今年度の実施事項）１１７（今年度の実施事項）１１７    

  ・ 「大分大学の国際交流に係る基本方針」を踏まえ，留学生センターの発展的改組等，

必要な事項を実施する。 

・ 留学生センター運営委員会は，これまで実施してきた地域との交流事業を基に，留学

生と地域との交流を更に推進させ，地域貢献の充実を行う。 

 

◇ 学生の海外留学・派遣を全学的に推奨し，諸外国，特にアジア諸国への派遣を積極的に

推進する。 

（今年度の実施事項）１１８（今年度の実施事項）１１８（今年度の実施事項）１１８（今年度の実施事項）１１８    

  ・ 留学生センター運営委員会は，派遣留学個別相談及び協定校の資料の充実を行い，派

遣留学説明会時の派遣から帰国した学生の報告会を充実させる。 

・ 留学生センター運営委員会は，交流協定校を対象とする短期語学研修プログラムを整

備する。 

 ◇ 外国の大学との教育研究上の交流を推進する。 

（今年度の実施事項）１１９（今年度の実施事項）１１９（今年度の実施事項）１１９（今年度の実施事項）１１９    

  ・ 留学生センター運営委員会は，中間的点検・見直しに基づき，新たな交流協定校の拡
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大を図る。 

 

 ◇ 国際交流・学術振興基金の適切な運用と増額について検討する。 

（今年度の実施事項）１２０（今年度の実施事項）１２０（今年度の実施事項）１２０（今年度の実施事項）１２０    

  ・ 基金を設立するための，活用方針，実施体制を整備する。 

 

 ◇ JICA などによる国際的教育貢献活動に積極的に参加し，その業績を組織として適切に評

価する。 

（今年度の実施事項）１２１（今年度の実施事項）１２１（今年度の実施事項）１２１（今年度の実施事項）１２１    

  ・ 国際交流・学術振興基金の運用方針の見直しを行い，国際的教育貢献活動事業費を設

置する。 

 

○ 教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体的方策 

 ◇ 医療や福祉に関して，国内外，特にアジア諸国の教育・研究機関との連携を強化する。 

（今年度の実施事項）１２２（今年度の実施事項）１２２（今年度の実施事項）１２２（今年度の実施事項）１２２    

・ 福祉科学センターと大学院福祉社会科学研究科と連携を推進する。    

概算要求「福祉のまちおこし事業」を通じて大学院福祉社会科学研究科と連携を強化す

る。 

科研申請が採択されれば，大学院福祉社会科学研究科教員と「認知症高齢者の地方型

サポートネットワーク形成の研究」をテーマに共同研究する。 

・ 医学，看護学関係と福祉との総合した研究を推進する。 

概算要求「福祉のまちおこし事業」を通じて医学，看護学関係教員との連携を推進す

る。 

科研申請が採択されれば，医学，看護学関係教員と「認知症高齢者の地方型サポート

ネットワーク形成の研究」を進める。 

・ 国内外，特にアジア諸国を含めた諸外国の教員・研究機関との連携を推進する。 

具体的には韓国江南大學校江南総合社会福祉館センターとの交流を行なう。 

また，韓国から講師を招き学術講演会を企画する。 

 

◇ 教職員や大学院生の海外留学・派遣をより一層推進するとともに，留学先・派遣先の大

学や研究所との研究協力を強化する。 

（今年度の実施事項）１２３（今年度の実施事項）１２３（今年度の実施事項）１２３（今年度の実施事項）１２３    

  ・ 大分市の協力を得て設置した，中国武漢市の活動拠点の積極的な運用を進めると同時

に武漢市に立地している大学との協定締結を積極的に進める。 

  ・ 日本人学生のアカデミックイングリッシュ対策等，派遣留学推進のための事業充実を

行う。 

 

（２）附属病院に関する目標を達成するための措置（２）附属病院に関する目標を達成するための措置（２）附属病院に関する目標を達成するための措置（２）附属病院に関する目標を達成するための措置    

○ 医療サービスの向上や経営の効率化に関する具体的方策 

 ◇ 臓器別，機能別診療体制に移行する。 

（今年度の実施事項）１２４（今年度の実施事項）１２４（今年度の実施事項）１２４（今年度の実施事項）１２４    

  ・ （平成１８年度完了） 

 

 ◇ 緩和ケア専従チームをつくり，緩和医療を実施する。 

    （今年度の実施事項）１２５（今年度の実施事項）１２５（今年度の実施事項）１２５（今年度の実施事項）１２５    

  ・ （平成１８年度完了） 

 

 ◇ 地域医療連携センターを充実させる。 

    （今年度の実施事項）１２６（今年度の実施事項）１２６（今年度の実施事項）１２６（今年度の実施事項）１２６    

  ・ 地域医療連携施設との関係強化を図る。外来検査依頼システムの浸透を図る。 
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  ・ 電子カルテ導入を目的とした，パスの浸透を図り，診療に役立てる体制を構築する。 

  ・ 県内の医療施設・福祉施設の情報を集積し，医療相談と退院支援部門の充実を図る。

退院調整スクリーニング票を試験的に導入し，退院支援を図る。 

 

 ◇ ボランティアによる支援を大幅に拡大して，患者サービスを充実させる。 

    （今年度の実施事項）１２７（今年度の実施事項）１２７（今年度の実施事項）１２７（今年度の実施事項）１２７    

  ・ 大分市等の市報への掲載及びボランティアセンターの呼びかけによる募集を引き続き

行い，更なるボランティアの増員を推進し，活動内容の拡大を図る。 

 

 ◇ 病院経営戦略を企画し実行するために，戦略的企画部門を設置する。 

    （今年度の実施事項）１２８（今年度の実施事項）１２８（今年度の実施事項）１２８（今年度の実施事項）１２８    

  ・ （平成１８年度完了） 

 

○ 倫理観豊かな医療人育成の具体的方策 

 ◇ 新医師臨床研修管理型病院として充実した卒後研修が遂行できるように整備する。 

    （今年度の実施事項）１２９（今年度の実施事項）１２９（今年度の実施事項）１２９（今年度の実施事項）１２９    

  ・ 研修医の要望を調査し，引き続き可能な箇所から，研修プログラムの改善を行ってい

く。 

 

○ 研究成果の診療への反映や先端的医療の導入のための具体的方策 

◇ 診療科毎あるいは共同して先端医療技術開発と臨床応用の研究課題を設定し，中期目標

期間中３件の高度先進医療の承認を受ける。 

（今年度の実施事項）１３０（今年度の実施事項）１３０（今年度の実施事項）１３０（今年度の実施事項）１３０    

  ・ 中期目標達成のため，１９年度に申請（届出）を行う。 

 

 ◇ 臨床試験を推進する。 

    （今年度の実施事項）（今年度の実施事項）（今年度の実施事項）（今年度の実施事項）１３１１３１１３１１３１    

  ・ 当院だけでなく大分地区の複数の医療機関と共同受注する治験の受託増加を目指す。 

  ・ 高度先進的医療を担う大学病院の特徴を活かして，早期の治験（Proof of Concept 試

験を含む早期第２相試験，特殊病態下における臨床薬理試験など）や国際共同治験のた

めの臨床試験基盤整備を行う。 

  ・ 真に機能する治験ネットワークの構築に向けて，他大学病院との連携，他地区ネット

ワークとの連携を進めると同時に，大分地区ネットワークの拡充とネットワーク治験の

実績を増やす。また，ネットワークによる教育・研修支援も充実させる。 

 

○ 適切な医療従事者等の配置に関する具体的方策 

 ◇ 効率的かつ適切な職員配置の観点から，医療技術職員を集約して一元的に組織する。 

（今年度の実施事項）１３２（今年度の実施事項）１３２（今年度の実施事項）１３２（今年度の実施事項）１３２    

  ・ （平成１８年度完了） 

 

○ 医療の質及び医療安全管理に関する具体的方策 

 ◇ 医療事故防止対策と発生時の対応の更なる改善を図り，医療の質を向上させる。 

    （今年度の実施事項）１３３（今年度の実施事項）１３３（今年度の実施事項）１３３（今年度の実施事項）１３３    

 ・ 効率的な病院経営に与えるインシデント報告の効果について検証するために，平成１

９年度は，各部署におけるインシデント報告数と病床稼動率，延べ入院患者数等の比較

検討を行い，経年的変化について解析する。 

 ・ 誤薬予防対策として導入されたダブルチェックについて，その実施状況と効果を検証

する。 

 ・ パンフレット・患者教育等による患者参加の医療安全の実践を試みる。 

 ・ 医療安全マニュアル改訂版の周知を行うとともに，その実態把握を行う。 
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 ・ e-Learningについて，試験的な実施を行う。 

 

（３）附属学校に関する目標を達成するための措置（３）附属学校に関する目標を達成するための措置（３）附属学校に関する目標を達成するための措置（３）附属学校に関する目標を達成するための措置    

○ 大学・学部との連携・協力の強化に関する具体的方策 

◇ 学部主導の下に学部・附属連携推進委員会を活用し，学部と附属四校園の組織的な教

育・研究を推進する。 

（今年度の実施事項）１３４（今年度の実施事項）１３４（今年度の実施事項）１３４（今年度の実施事項）１３４    

  ・ 学部・附属連携推進委員会は，試行したプロジェクトの改善点を勘案し，連携のため

のプランを提示する。 

 

○ 学校運営の改善に関する具体的方策 

◇ 各校園の学校評議員制度を活用するとともに，学部との連携を図りつつ，校園長と副校

園長の一体的なリーダーシップの下に地域のニーズに適切に対応する教育研究体制を構築

する。 

（今年度の実施事項）１３５（今年度の実施事項）１３５（今年度の実施事項）１３５（今年度の実施事項）１３５    

  ・ 開かれた学校づくり協議会は，学校研究に対するより広汎な地域のニーズについての

調査結果を基に課題の解決策を策定する。 

 

 ◇ 校園長・副校園長連絡会議を中心として，附属四校園が連携した一体的学校運営を推進

する。 

（今年度の実施事項）１３６（今年度の実施事項）１３６（今年度の実施事項）１３６（今年度の実施事項）１３６    

  ・ 校園長・副校園長連絡会議は，改善された実施計画により再度実践し，残された問

題・改善の方策を検討する。 

 

○ 附属学校の目標を達成するための入学者選抜の改善に関する具体的方策 

 ◇ 附属幼・小・中一貫教育体制の構築とカリキュラム編成の策定を図る。 

（今年度の実施事項）１３７（今年度の実施事項）１３７（今年度の実施事項）１３７（今年度の実施事項）１３７    

  ・ 各校園ごとに見直したカリキュラムについて，12 年間を見通して，幼・小，小・中の

つなぎの部分を中心に検討し，カリキュラムを作成する。また，養護学校との連携教育

に向けて福祉教育のあり方について，共通テーマと目標を設定する。 

 

 ◇ 附属四校園教員の相互協力による，総合的な入学者選抜体制の充実について検討する。 

（今年度の実施事項）１３８（今年度の実施事項）１３８（今年度の実施事項）１３８（今年度の実施事項）１３８    

  ・ 入学者選抜検討委員会は，学部と連携して附属校園一貫教育体制に基づいた総合的な

入学者選抜のあり方とその改善策を検討する。 

 

○ 公立学校との人事交流に対応した体系的な教職員研修に関する具体的方策 

 ◇ 公立学校との総合的な研修体制の下に附属四校園における研修の充実を図る。 

（今年度の実施事項）１３９（今年度の実施事項）１３９（今年度の実施事項）１３９（今年度の実施事項）１３９    

  ・ 現職教員研修委員会は，３年次の企画に基づき，県教委等で行う現職教員研修に参加

するとともに各校園で研修を実施し，特色ある校園づくりの視点からの反省に基づき平

成２０年度に向けて見直し・修正を行う。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置    

１１１１    運営体制の改善に関する目標を達成するための措置運営体制の改善に関する目標を達成するための措置運営体制の改善に関する目標を達成するための措置運営体制の改善に関する目標を達成するための措置    

○ 全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策 

◇ 役員会，経営協議会，教育研究評議会等において，人的・物的資源の有効活用と財政基

盤の強化のために，学内コンセンサスの円滑な形成に留意しつつ全学的な経営戦略を確立

し，公表する。 

（今年度の実施事項）１４０（今年度の実施事項）１４０（今年度の実施事項）１４０（今年度の実施事項）１４０    
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  ・ 全学的な人的・物的資源の有効活用と財政基盤の強化のために，基本的な経営戦略を

確立し，内外に公表する。 

 

○ 運営組織の効果的・機動的な運営に関する具体的方策 

◇ 経営協議会，教育研究評議会等の役割等を明確にするとともに，連携を図り，円滑な組織運

営に努める。 

（今年度の実施事項）１４１（今年度の実施事項）１４１（今年度の実施事項）１４１（今年度の実施事項）１４１    

  ・ 経営協議会，教育研究評議会の役割の下に連携を図り，円滑な組織運営に努める。 

 

 ◇ 特定の課題及び横断的な課題については，必要に応じてプロジェクトチームを設置するなど，

迅速かつ効率的に対応する。 

（今年度の実施事項）１４２（今年度の実施事項）１４２（今年度の実施事項）１４２（今年度の実施事項）１４２    

  ・ 各理事の下で必要に応じてプロジェクトチームを設置するなど，迅速かつ効率的な対

応に務める。 

 

 ◇ 学内の各種委員会のあり方を検討のうえ，削減等の見直しを行う。 

（今年度の実施事項）１４３（今年度の実施事項）１４３（今年度の実施事項）１４３（今年度の実施事項）１４３    

 ・ 各種委員会の統廃合に関して見直しを行い，必要があれば改善を行う。 

 

 

◇ 経営協議会において，運営体制の問題点等についての点検を定期的に実施する。その点検結

果に基づいて必要な改善策を講じ，次年度の年度計画に反映させる。 

（今年度の実施事項）１４４（今年度の実施事項）１４４（今年度の実施事項）１４４（今年度の実施事項）１４４    

・ 経営協議会委員からの意見に基づいて必要な改善策を講じ，平成２０年度の年度計画

に反映させる。 

 

◇ 中期目標期間における運営体制の問題点・改善点を検証し，その検証結果を公表する。また，

これらの結果を次期中期目標の策定に反映させる。 

（今年度の実施事項）１４５（今年度の実施事項）１４５（今年度の実施事項）１４５（今年度の実施事項）１４５    

  ・ 運営体制の問題点等について見直し，自己評価書，実績報告書に検証結果をまとめ，

公表する。また，これらの結果を次期中期目標の策定に反映させるようにする。 

 

◇ 学長，理事，部局長等による運営会議を活用して，情報の迅速な共有化を促進し，大学運営

の円滑化を図る。 

    （今年度の実施事項）１４６（今年度の実施事項）１４６（今年度の実施事項）１４６（今年度の実施事項）１４６    

  ・ 広報推進部門会議等で，具体的な提供方式の点検評価，見直し，改善に取り組む。 

 

◇ 事務組織は教学組織と連携しつつ大学運営の企画立案等に積極的に参画し，学長以下の役員

等を直接支えるなど，大学運営の専門職能集団としての機能を発揮する。 

（今年度の実施事項）１４７（今年度の実施事項）１４７（今年度の実施事項）１４７（今年度の実施事項）１４７    

  ・ 平成１８年度までに改編した事務組織について検証し，必要に応じて変更を加える。 

 

○ 学部長等を中心とした機動的・戦略的な学部等運営に関する具体的方策 

◇ 学部長の権限を明確にするとともに，副学部長制の導入など学部長補佐体制を整備し，機動

的・効率的な学部の運営体制を確立する。 

（今年度の実施事項）１４８（今年度の実施事項）１４８（今年度の実施事項）１４８（今年度の実施事項）１４８    

  ・ 各学部において，機動的・効率的な学部運営体制に向けて，学部長補佐体制の見直し

を行い，必要に応じて改善する。 

 

 ◇ 部局運営の機動性を高めるため，各種委員会を機能的に再編するなど見直しを行う。 
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（今年度の実施事項）１４９（今年度の実施事項）１４９（今年度の実施事項）１４９（今年度の実施事項）１４９    

  ・ 各学部において，機動的・効率的な学部運営体制に向けて，各種委員会の見直しを行

い，必要に応じて改善する。 

 

 ◇ 教授会のあり方を見直すとともに，審議事項を精選し，機動的な学部運営を図る。 

（今年度の実施事項）１５０（今年度の実施事項）１５０（今年度の実施事項）１５０（今年度の実施事項）１５０    

  ・ 各学部において，機動的・効率的な学部運営体制に向けて，教授会のあり方や審議事

項の見直しを行い，必要に応じて改善する。 

 

○ 教員・事務職員等による一体的な運営に関する具体的方策 

 ◇ 効率的・機動的な大学運営を行うために，教員・事務職員等の有機的・協働的な分担協力関

係を確立する。 

（今年度の実施事項）１５１（今年度の実施事項）１５１（今年度の実施事項）１５１（今年度の実施事項）１５１    

  ・ より効率的・機動的な運営組織における教育職員と事務職員との有機的・協働的な関

係について検討し，可能なものから実施する。 

 

 ◇ 事務系幹部職員を大学運営の企画・立案に参画させる。 

（今年度の実施事項）１５２（今年度の実施事項）１５２（今年度の実施事項）１５２（今年度の実施事項）１５２    

  ・ 事務系幹部職員の大学運営における企画・立案への参画について，見直しを行い，必

要に応じて改善を加える。 

 

 ◇ 必要に応じて事務系幹部職員を学部運営に参画させる。 

（今年度の実施事項）１５３（今年度の実施事項）１５３（今年度の実施事項）１５３（今年度の実施事項）１５３    

  ・ 各学部において，事務系幹部職員の学部運営への参画について見直しを行い，必要に

応じて改善する。 

  

◇ 大学運営における教員と事務職員等との役割分担を明確にするとともに，連携協力の強

化を図る。 

（今年度の実施事項）１５４（今年度の実施事項）１５４（今年度の実施事項）１５４（今年度の実施事項）１５４    

  ・ 平成１８年度実施事項を検証するとともに，大学運営における教員・事務職員等の連

携協力について見直しを行い，必要に応じて改善する。 

 

◇ 教職員や学生の大学運営等に関する意見を取り入れ，フィードバックが可能となるシス

テムを構築する。 

    （今年度の実施事項）１５５（今年度の実施事項）１５５（今年度の実施事項）１５５（今年度の実施事項）１５５    

  ・ 広報推進部門会議で，具体的な提供方式の点検，見直し，改善に取り組む。 

 

○ 全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策 

 ◇ 学内資源（人事・予算等）の効果的な配分を行う。 

    （今年度の実施事項）１５６（今年度の実施事項）１５６（今年度の実施事項）１５６（今年度の実施事項）１５６    

 ・ 「学長裁量定員」については，中期計画期間中の人件費シミュレーションを踏まえて，

各部局等の教育力，研究力の均衡を見ながら，重点的に支援すべき組織に対して戦略的

に配分する。 

「予算等」については，教育研究水準の維持向上に配慮しつつ，引き続き投資の徹底

した選択と集中を通じ，予算配分の重点化・効率化を一層推進することにより，本学の

将来の発展に緊要と考えられる質の高い事業等について必要な経費の確保を図る。 

さらに，健全で安定した財政運営を図るために「財政運営の基本指針」（中期財政計

画）（平成１７年度策定）を着実に実行し，魅力ある教育研究や活力ある大学運営等の実

現を図る。 
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◇ 予算面については，一定の枠を留保し，戦略的な分野に重点的に配分するなど柔軟な運

用を図る。 

    （今年度の実施事項）１５７（今年度の実施事項）１５７（今年度の実施事項）１５７（今年度の実施事項）１５７    

 ・ 「中期財政計画」に基づき，年度間の財源の調整を図るなど，本学財政の健全な運営

に資する「財政調整資金」を新設する。 

「学長裁量経費」については，外部資金の一層の獲得促進を図るための方策を講じる

とともに，「設備マスタープラン」（平成１８年度策定）及び「学術情報基盤整備計画」

（平成１８年度策定）への適切な対応を図る。 

また，「部局長裁量経費」については，重点的経費としての充実，部局長のイニシアテ

ィブによる事業の一層の推進を図るため，配分に当たっての評価項目等の見直しを行う。 

 

◇ 施設面については，一定のオープンスペースを確保し，戦略的な分野に重点的に配分す

るなど柔軟な運用を図る。 

    （今年度の実施事項）１５８（今年度の実施事項）１５８（今年度の実施事項）１５８（今年度の実施事項）１５８    

  ・ 「有効活用スペースの推進計画」（平成１７年度策定）に基づき，共用研究室や学生の

ための共用スペースの拡大を図る。 

 

◇ 人的な面については，学長裁量ポストを確保する等，大学運営上重点的かつ戦略的に取

り組む分野に人的資源を機動的に活用できるシステムを構築する。 

（今年度の実施事項）１５９（今年度の実施事項）１５９（今年度の実施事項）１５９（今年度の実施事項）１５９    

  ・ 学長裁量定員の有効的配置を継続するとともに，その配置結果について検証する。 

 

○ 学外の有識者・専門家の登用に関する具体的方策 

◇ 大学運営において専門性の高い分野（法務，労務，財務，産学連携，知的財産，国際交

流，入学者選抜，就職，広報等）に，学外有識者や専門家の登用を図る。 

（今年度の実施事項）１６０（今年度の実施事項）１６０（今年度の実施事項）１６０（今年度の実施事項）１６０    

  ・ 大学運営において専門性の高い分野に，学外有識者や専門家の登用を図る。 

 

○ 内部監査機能の充実に関する具体的方策 

 ◇ 監査室を設置し，学外専門家を登用しながら，監事と連携して内部監査機能を強化する。 

（今年度の実施事項）１６１（今年度の実施事項）１６１（今年度の実施事項）１６１（今年度の実施事項）１６１    

・ 監査室が点検を行いながら監査を実施し，必要に応じて内部監査機能を強化する。 

 

 

○ 国立大学間の自主的な連携・協力体制に関する具体的方策 

◇ 業務の効率的な運営のために，共通的な事務処理及び人事交流や研修など，必要に応じ

て地域や同一分野の大学，学部間の連携・協力体制を整備する。 

（今年度の実施事項）１６２（今年度の実施事項）１６２（今年度の実施事項）１６２（今年度の実施事項）１６２    

  ・ 九州地区国立大学法人間において，事務系職員の採用試験，人事交流，研修等につい

て，協力体制を継続する。 

 

２２２２    教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置    

○ 教育研究組織の編成・見直しのシステムに関する具体的方策 

◇ 教育組織・研究組織の適切な運営のために，学内コンセンサスの円滑な形成に留意しつ

つ学長，理事，部局長等による運営会議で，協議・検討する。 

（今年度の実施事項）１６３（今年度の実施事項）１６３（今年度の実施事項）１６３（今年度の実施事項）１６３    

  ・ 運営会議と将来計画会議において，教育研究組織の運営に関する諸問題を協議・検討

を行い，必要に応じて改善を加える。 

 

○ 教育研究組織の見直しの方向性 
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◇ 学部，研究科，センター等の組織について，統合のメリットを生かし，学術研究の発展，

時代や社会の要請に即応した教育研究組織とするため，学外者の意見も参考にしながら，

自主的に定期的な点検評価を行うとともに，見直しを行い，柔軟な組織構成のための積極

的な改革に取り組む。 

（今年度の実施事項）１６４（今年度の実施事項）１６４（今年度の実施事項）１６４（今年度の実施事項）１６４    

・    新しい組織の設置を含めた組織の改革について定められた方向性に沿って更に検討を

進める。 

学内各センターの統廃合を含めた改革の方向性に沿って，検討を進め，可能なものか

ら実施する。 

これらの進捗状況に応じて，学外者の意見を聴取し活用する。    

 

 ◇ 新学部構想や大学院の独立研究科の設置計画について検討する。 

（今年度の実施事項）１６５（今年度の実施事項）１６５（今年度の実施事項）１６５（今年度の実施事項）１６５    

  ・ 戦略会議の中間報告を踏まえ，将来計画会議を中心に組織の改革について，具体的改

革の検討を行う。 

 

３３３３    教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置    

○ 人事評価システムの整備・活用に関する具体的方策 

◇ 教員については合理的な教員評価システムを，また事務職員等においては適切な人事考

課制度を整備し，段階的に実施する。 

（今年度の実施事項）１６６（今年度の実施事項）１６６（今年度の実施事項）１６６（今年度の実施事項）１６６    

  ・ 教員については，合理的な教員評価システムの策定に向けて試行を通じて精度を高め

るとともに，事務系職員については，適切な人事考課の導入に向けて試行を実施するこ

ととしている。 

 

 ◇ 評価結果の具体的な活用方法について検討する。 

（今年度の実施事項）１６７（今年度の実施事項）１６７（今年度の実施事項）１６７（今年度の実施事項）１６７    

・ 教員については，合理的な教員評価システムの策定に向けて試行を通じて精度を高め

るとともに，事務系職員については，適切な人事考課の導入に向けて試行を実施するこ

ととしている。 

 

 ◇ 教育研究，その他特に顕著な業績を上げた教職員については，顕彰制度を設け，表彰す

る。 

（今年度（今年度（今年度（今年度の実施事項）１６８の実施事項）１６８の実施事項）１６８の実施事項）１６８    

  ・ 職員表彰規程に基づき，特に顕著な業績を上げた教職員を表彰する。 

 

○ 柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策 

 ◇ 大学運営上重点的な分野及び戦略的に取り組む分野に対応できる人事システムの構築を

図る。 

（今年度の実施事項）１６９（今年度の実施事項）１６９（今年度の実施事項）１６９（今年度の実施事項）１６９    

  ・ 学長裁量定員の有効的配置を継続するとともに，その配置結果について検証する。 

 

◇ 柔軟で多様な人事制度（勤務体制，服務体制など）に対応するため，人事問題について

検討する専門委員会を設置する。 

（今年度の実施事項）１７０（今年度の実施事項）１７０（今年度の実施事項）１７０（今年度の実施事項）１７０    

  ・ 人事政策会議，人事部門会議において，柔軟で多様な人事制度の更なる推進を図る。 

 

◇ 教員の兼業を支援するため，多様な勤務体制の導入を検討する。その場合，透明性を確

保するため，自己規律の保持と情報開示を視野に入れた服務基準を定める。 

（今年度の実施事項）１７１（今年度の実施事項）１７１（今年度の実施事項）１７１（今年度の実施事項）１７１    
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  ・ 教員の兼業について，自己規律の保持と情報開示を視野に入れて，実施状況を調査し

公表する。 

 

 ◇ 事務組織について，管理部門と業務部門の適切な均衡を図る。 

（今年度の実施事項）１７２（今年度の実施事項）１７２（今年度の実施事項）１７２（今年度の実施事項）１７２    

  ・ 管理部門と業務部門における事務体制について検証し，必要な改善を行う。 

 

◇ 事務職員等の人事は，定期的な異動だけではなく，専門性や適性を重視した人事制度を

構築する。 

（今年度の実施事項）１７３（今年度の実施事項）１７３（今年度の実施事項）１７３（今年度の実施事項）１７３    

  ・ 事務職員の配置，登用について，専門性，適性及び意欲を重視した制度を推進・拡大

する。 

 

○ 任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する具体的方策 

◇ 任期制の導入を検討し，実践的経験や識見を持つ学外者等，国内外の優秀な人材の積極

的登用を推進する。現在，実施している公募制については，一層の充実を図る。 

（今年度の実施事項）１７４（今年度の実施事項）１７４（今年度の実施事項）１７４（今年度の実施事項）１７４    

  ・ 任期制を拡大し，教員の流動性を向上させる。 

 

◇ 時代に即応した教員選考基準を定め，選考においては研究業績だけでなく，教育・社会

貢献・大学運営等の業績を含めた総合的な審査を行う。 

（今年度の実施事項）１７５（今年度の実施事項）１７５（今年度の実施事項）１７５（今年度の実施事項）１７５    

  ・ 教員の選考に当たって，平成１９年度からの新しい教育職員規程，教員選考基準に基

づいて，能力，業績を総合的に審査する。 

 

○ 外国人・女性等の教員採用の促進に関する具体的方策 

◇ 外国人，女性，障害者，他大学出身者等を，業績や能力に基づき教員として積極的に任

用し，その状況を定期的に公表する。 

（今年度の実施事項）１７６（今年度の実施事項）１７６（今年度の実施事項）１７６（今年度の実施事項）１７６    

  ・ 外国人教員，女性教員の積極的任用を図る。 

  ・ 人事部門会議と連携し，事業を実施する。 

 

○ 事務職員等の採用・養成・人事交流に関する具体的方策 

◇ 特定の専門的知識，実務経験・資格等が求められる分野（法人経営，国際交流，産学連

携，知的財産等）については，経験や資格を有する民間人の選考採用が可能となるような

制度を導入する。 

（今年度の実施事項）１７７（今年度の実施事項）１７７（今年度の実施事項）１７７（今年度の実施事項）１７７    

  ・ 特定の分野に学外からの採用を継続するとともに，学内者の資格者の養成についても

引き続き拡大を図り，必要な人材の確保に努める。 

 

◇ 事務職員等の専門性向上のため，自己啓発への積極的な取り組みや業務遂行に有用な民

間研修等への積極的な参加を推進する。 

（今年度の実施事項）１７８（今年度の実施事項）１７８（今年度の実施事項）１７８（今年度の実施事項）１７８    

  ・ 事務系職員の専門性向上，自己啓発のために，民間研修等他機関に職員を出向させる。 

 

◇ 幅広い経験や見識のある人材を養成するため，九州地区の国立大学法人等と連携して人

事交流を推進する。 

（今年度の実施事項）１７９（今年度の実施事項）１７９（今年度の実施事項）１７９（今年度の実施事項）１７９    

  ・ 九州地区国立大学法人間の研修を計画的に継続するとともに，学内者の資格取得者の

養成について，引き続き支援する。 
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◇ 事務職員等の資質向上のため，九州地区の大学等と連携して，各種の研修を実施すると

ともに，業務に関連する資格（外国語，会計簿記，情報処理など）の取得を推奨し，必要

な支援を行う。 

（今年度の実施事項）１８０（今年度の実施事項）１８０（今年度の実施事項）１８０（今年度の実施事項）１８０    

  ・ 九州地区国立大学法人間の研修を計画的に継続するとともに，学内者の資格取得者の

養成について，引き続き支援する。 

 

○ 中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策 

◇ 全学的な視点から，全体の教職員に係る人件費管理を一体的に行い，適正かつ効率的な

人事管理を推進する。 

（今年度の実施事項）１８１（今年度の実施事項）１８１（今年度の実施事項）１８１（今年度の実施事項）１８１    

  ・ 新たな人件費シミュレーションを基に，点検を行いながら適正かつ効率的な人事管理を推

進する。 

 

 ◇ 総人件費改革の実行計画を踏まえ，平成２１年度までに概ね４％の人件費の削減を図る。 

（今年度の実施事項）１８１（今年度の実施事項）１８１（今年度の実施事項）１８１（今年度の実施事項）１８１TTTT    

  ・ 総人件費改革の実行計画を踏まえ，平成１７年度の常勤役員給与及び常勤職員給与に

係る人件費予算相当額に比して，概ね１％の削減を図る。 

 

 ◇ 外部資金の導入を促進し，これを基に多様な人材の確保を目指す。 

（今年度の実施事項）１８２（今年度の実施事項）１８２（今年度の実施事項）１８２（今年度の実施事項）１８２    

  ・ 外部資金による人材確保の促進を図る。 

 

○ 給与基準の策定 

 ◇ 教職員の給与に本人の業績が適切に反映されるシステムを検討する。 

（今年度の実施事項）１８３（今年度の実施事項）１８３（今年度の実施事項）１８３（今年度の実施事項）１８３    

  ・ 教職員の給与に本人の業績が適切に反映される制度の確立に向けて，事務職員の人事

考課を試行する。 

 

○ 行動規範の策定 

 ◇ 教職員が守るべきガイドラインを定め，学内外に周知・公表する。 

（今年度の実施事項）１８４（今年度の実施事項）１８４（今年度の実施事項）１８４（今年度の実施事項）１８４    

  ・ 倫理規程，兼業規程を学内に周知徹底するとともに，行動規範についても更に整備し

て，学内外に周知・公表する。 

 

４４４４    事務等の効率化･合理化に関する目標を達成するための措置事務等の効率化･合理化に関する目標を達成するための措置事務等の効率化･合理化に関する目標を達成するための措置事務等の効率化･合理化に関する目標を達成するための措置    

○ 事務組織の機能・編成の見直しに関する具体的方策 

◇ 学生の利便性向上のため，学生サービス関係業務（就職支援等）に続き，教務関係業務

も可能な限り集中・一元化し，機能的な学生支援体制を構築する。 

（今年度の実施事項）１８５（今年度の実施事項）１８５（今年度の実施事項）１８５（今年度の実施事項）１８５    

  ・ 教務関係業務の効率化，一元化を図るため，新教務情報システムを構築し，運用する。 

  

◇ 多様化する入試に対応するために，専任教員の配置を含めたオフィスを開設し，アドミ

ッション・ポリシーに沿った AO入試の導入について検討する。 

（今年度の実施事項）１８６（今年度の実施事項）１８６（今年度の実施事項）１８６（今年度の実施事項）１８６    

  ・ アドミッション・オフィスの開設に向けて具体案を作成する。 

 

 ◇ 事務組織と教学組織の協力関係を強め，大学運営の支援体制を再構築する。 

（今年度の実施事項）１８７（今年度の実施事項）１８７（今年度の実施事項）１８７（今年度の実施事項）１８７    
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  ・ 平成１８年度までに改編した大学運営の支援体制について検証し，必要に応じて改善

を図る。 

  

○ 複数大学による共同業務処理に関する具体的方策 

 ◇ 事務職員等の採用試験及び資質向上のための研修を他大学と共同で実施する。 

（今年度の実施事項）１８８（今年度の実施事項）１８８（今年度の実施事項）１８８（今年度の実施事項）１８８    

  ・ 事務職員等の採用試験及び資質向上のための研修を他大学と共同で実施する。。。。 

 

 ◇ 共済事務，雇用保険事務などの共通化を検討し，経費削減を図る。 

（今（今（今（今年度の実施事項）１８９年度の実施事項）１８９年度の実施事項）１８９年度の実施事項）１８９    

  ・ 引き続き，九州地区国立大学法人共同で採用試験を実施し，研修についても共同で実

施する。 

 

○ 業務のアウトソーシング等に関する具体的方策 

◇ 大学の適切な運営を図るため，総務部と財務部を中心として各種業務について見直し，

費用対効果とサービスの向上の観点から外部委託の具体化を検討する。 

（今年度の実施事項）１９０（今年度の実施事項）１９０（今年度の実施事項）１９０（今年度の実施事項）１９０    

  ・ 外部委託可能な業務について，実施可能なものから順次実施する。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置    

１１１１    外部研究資金その他の自己収入の増外部研究資金その他の自己収入の増外部研究資金その他の自己収入の増外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置加に関する目標を達成するための措置加に関する目標を達成するための措置加に関する目標を達成するための措置    

○ 科学研究費補助金，受託研究，奨学寄附金等外部資金増加に関する具体的方策 

◇ 科学研究費補助金については，申請率の１００％を目指し，受託研究及び奨学寄附金等

の外部研究資金の積極的な獲得を目指す。 

    （今年度の実施事項）１９１（今年度の実施事項）１９１（今年度の実施事項）１９１（今年度の実施事項）１９１    

・ 平成１８年度立ち上げた科研費補助金戦略プロジェクトによる取組を継続し，申請，

獲得率の向上を図る。 

・ 外部資金獲得の増に向け，研究環境におけるインセンティブ付与のあり方を検討する。 

・ 外部資金獲得を目的としたコーディネーターを配置するなど，より具体的な取組を行

う。 

・ イノベーション機構でシーズ育成からプロジェクト構築及びそのフォローまでの一連

のプロセスを明確化してそれぞれのアクションプランを策定し，外部資金獲得につなが

る方策を検討する。 

・ イノベーション機構に関与する地域共同研究センター，VBL，知財本部のそれぞれの役

割を明確化して責任分掌体制を構築し，外部資金獲得につながる方策を検討する。 

 

◇ 外部研究資金を確保するために，研究シーズ等のデータベースを充実させ，学外への研

究成果の積極的な公表を図る。 

    （今年度の実施事項）１９２（今年度の実施事項）１９２（今年度の実施事項）１９２（今年度の実施事項）１９２    

  ・ イノベーション機構が全学的な産学連携の窓口であることをホームページで公開し，

そのコンテンツを充実させる。 

 

○ 収入を伴う事業の実施に関する具体的方策 

◇ 大学の役割とニーズに即した適切な検定料・入学料・授業料を設定し，自己収入の確保

に努める。 

（今年度の実施事項）１９３（今年度の実施事項）１９３（今年度の実施事項）１９３（今年度の実施事項）１９３    

・ 平成１８年度実績を踏まえて，学生生徒等納付金収入（授業料・入学料・検定料）の

確実な確保を図るため，学生の志願者数・入学者数・在籍者数の確保方策を検討・実施

する。 

収入の確保状況を，予算配分に反映させる。 
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◇ 附属病院収入については，附属病院の新しい医療領域・技術を開拓するとともに経営改

善を推進し，健全経営による増収を図る。 

    （今年度の実施事項）１９４（今年度の実施事項）１９４（今年度の実施事項）１９４（今年度の実施事項）１９４    

  ・ 前立腺癌治療を充実する。 

  ・ ICUと救急部の整備により急性期医療の充実を図る。 

 

◇ 地域社会のニーズに即した公開講座・公開授業を充実することや学内施設の開放を進め，

受講料や施設使用料の増加を図る。 

    （今年度の実施事項）１９５（今年度の実施事項）１９５（今年度の実施事項）１９５（今年度の実施事項）１９５    

  ・ 公開講座・公開授業の新しい受講料体系を整備する。 

・ 教員に対するインセンティブの付与など公開講座・公開授業を推進するための方策に

ついて，生涯学習教育研究センター原案を策定する。 

・ インターネットによる公開講座・公開授業の広報を充実させるとともに，受講手続な

ど受講者の利便性向上のための取組を行う。 

 

 ◇ 知的財産権を，基本的には大学に帰属させ，その実施許諾料による収入増加を目指す。 

    （今年度の実施事項）１９６（今年度の実施事項）１９６（今年度の実施事項）１９６（今年度の実施事項）１９６    

  ・ 知的財産本部と大分 TLO 及び地域共同研究センター（研究コーディネータ等）で連携

をとりながら，学内保有知財と企業ニーズとのマッチングを推進するとともに，知的財

産の活用状況の点検を行い，取組方法について見直しを行う。 

  ・ 知的財産本部で特許申請支援講習会を実施し，教員への発明に対する意識の向上と支

援を図り，法人帰属特許の実施許諾による収入獲得を目指す。 

 

 ◇ 卒業生への各種証明書等の有料化，再試験受験料の有料化等を検討する。 

（今年度の実施事項）１９７（今年度の実施事項）１９７（今年度の実施事項）１９７（今年度の実施事項）１９７    

  ・ 引き続き各種証明書等の有料化，再試験受験料の有料化等に代わるその他の事業収入

を調査する。 

 

２２２２    経費の抑制に関する目標を達成するための措置経費の抑制に関する目標を達成するための措置経費の抑制に関する目標を達成するための措置経費の抑制に関する目標を達成するための措置    

○ 管理的経費の抑制に関する具体的方策 

 ◇ 財務会計システム等の活用，業務見直し等により，効率的かつ合理的な事務運営を推進

する。 

    （今年度の実施事項）１９８（今年度の実施事項）１９８（今年度の実施事項）１９８（今年度の実施事項）１９８    

 ・ 平成１８年度実績を踏まえて，事務処理の簡素化・効率化や業務の外部委託等により，

目標値を定めて管理的経費の削減に取り組む。 

 

◇ 業務に支障のない範囲内で一斉退庁制度などによる節電，節水及びゴミの抑制に努め，

毎年度目標を定めて，計画的に削減する。 

    （今年度の実施事項）１９９（今年度の実施事項）１９９（今年度の実施事項）１９９（今年度の実施事項）１９９    

 ・ 部局ごとの光熱水費の実績額を定期的に公表し目標値を定めて経費の削減に取り組む

とともに，新たに地下水利用を開始し水道料を削減する。 

また，会議資料，通知文書等については，ペーパーレス化を図り，購入経費やゴミの

抑制に努める。 

 

３３３３    資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置    

○ 資産の効率的・効果的運用を図るための具体的方策 

◇ 点検評価に基づいた土地・施設・設備等の有効利用・維持管理及び保全に努め，有機的

に活用する方策を確立するため，経営協議会等で施設マネジメントシステムを構築し，効

率的運用を図る。 



 

 －29－ 

    （今年度の実施事項）２００（今年度の実施事項）２００（今年度の実施事項）２００（今年度の実施事項）２００    

  ・ 施設の利用状況・維持管理に関する再点検を行うとともに，「施設・設備等維持管理計

画」（平成１７年度策定）に基づき，旦野原キャンパスの主受配電設備の改修及び図書館

空調設備の改修等を行う。 

 

◇ 土地・施設・設備等を効率的・効果的に活用するために必要な財源の確保と適切な予算

配分を行い，コスト削減に努める。 

    （今年度の実施事項）２０１（今年度の実施事項）２０１（今年度の実施事項）２０１（今年度の実施事項）２０１    

 ・ 新たな施設整備手法（補助金や寄附，自己資金，地方公共団体との連携など）による

拡大に努める。 

また，資産の効率的，効果的運用を図るため，「財政調整資金」を新設するとともに，

「設備マスタープラン」及び「学術情報基盤整備計画」への適切な対応を図るための予

算配分を行う。 

 

 ◇ 本学所有の知的財産権の積極的な活用方法を構築する。 

    （今年度の実施事項）２０２（今年度の実施事項）２０２（今年度の実施事項）２０２（今年度の実施事項）２０２    

・ 学長裁量定員等（予算）の見通しが付き次第，弁理士等の知的財産マネージャーの確

保を図り，知的財産本部と（有）大分 TLO 及び地域共同研究センター（研究コーディネ

ータ等）で連携をとりながら，学内保有知財と企業ニーズとのマッチングを推進すると

ともに，知的財産の活用方法について点検や見直し等を行う。 

 

 ◇ 運営費交付金，自己収入及び外部研究資金等について，安全な運用管理を行う。 

    （今年度の実施事項）２０３（今年度の実施事項）２０３（今年度の実施事項）２０３（今年度の実施事項）２０３    

 ・ 余裕資金の管理については，「資金管理方針」（平成１６年度に策定）に基づき，安全

かつ効率的な運用を継続して，自己収入を確保する。 

また，取引銀行については，「取引銀行の健全性を監視する判断基準」（平成１６年度

策定）に基づき，定期的に経営状況等の把握を行う。 

 

 ◇ 教育研究活動を安定して遂行できる財務基盤を確保・維持するためのシステムを構築す

る。 

    （今年度の実施事項）２０４（今年度の実施事項）２０４（今年度の実施事項）２０４（今年度の実施事項）２０４    

  ・ 資産の効率的，効果的運用を図るため，「財政調整資金」を新設するとともに，「設

備マスタープラン」及び「学術情報基盤整備計画」への適切な対応を図るための予算配

分を行う。 

 

ⅣⅣⅣⅣ    自己点検･評価及自己点検･評価及自己点検･評価及自己点検･評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置    

１１１１    評価の充実に関する目標を達成するための措置評価の充実に関する目標を達成するための措置評価の充実に関する目標を達成するための措置評価の充実に関する目標を達成するための措置    

○ 自己点検・評価の改善に関する具体的方策 

◇ 自己点検・評価及び外部評価等に係る全学的な評価委員会を設置し，毎年度，年度計画

に係る自己点検評価を実施するとともに，改善事項と改善方策を検討してこれを的確にフ

ィードバックするシステムも整備する。 

（今年度の実施事項）２０５（今年度の実施事項）２０５（今年度の実施事項）２０５（今年度の実施事項）２０５    

  ・ 全学の自己評価結果に基づく，外部評価を実施するとともに，評価結果の法人運営へ

のフィードバックシステムの整備を図る。 

 

○評価結果を大学運営の改善に活用するための具体的方策 

◇ 評価委員会で評価結果を全学構成員及び学外へ公表するシステムを整備し，大学運営の

改善と改革の遂行に活用する。 

（今年度の実施事項）２０６（今年度の実施事項）２０６（今年度の実施事項）２０６（今年度の実施事項）２０６    

  ・ 評価結果に対する学内外からの意見を更に多方面から得ることに努め，学長室で大学
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運営の改善に活用する。 

 

◇ 本学の評価体制と評価の実施状況を学内外に公表し，次期の中期目標・計画の策定，教

育研究活動，業務運営の改善に反映するフィードバックシステムを構築する。 

（今年度の実施事項）２０７（今年度の実施事項）２０７（今年度の実施事項）２０７（今年度の実施事項）２０７    

  ・ 各種評価結果を次期中期目標・中期計画や教育研究及び業務運営に反映させるフィー

ドバックシステムを整備する。 

 

 ◇ 評価結果については，経営協議会等で資源配分の算定に活用することを検討する。 

（今年度の実施事項）２０８（今年度の実施事項）２０８（今年度の実施事項）２０８（今年度の実施事項）２０８    

  ・ 教員の教育，研究，社会貢献，管理運営及び診療などの教員評価システムによる評価

結果に基づく資源配分方策として考えられる方策について，シミュレーションを行う。 

 

２２２２    情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置    

○ 大学情報の積極的な公開・提供及び広報に関する具体的方策 

◇ 広報委員会を中心に本学の組織や財務，行事，図書，教育，研究活動を，印刷物，公式

ホームページ，広報センターで公開，提供し，国内外との学術情報の連携，交流を促進す

る。 

    （今年度の実施事項）２０９（今年度の実施事項）２０９（今年度の実施事項）２０９（今年度の実施事項）２０９    

  ・ 大分大学学術情報リポジトリを公開し，本サービスを開始する。 

  ・ 印刷物をデジタルパンフレット化し，公開ホームページ上に掲載する等，印刷物の一

層の充実を図る。 

 

◇ 大学情報については，広報委員会は評価体制を改善する委員会と連携し，外部有識者の

意見も取り入れ，公開システムの見直しを行う。 

    （今年度の実施事項）２１０（今年度の実施事項）２１０（今年度の実施事項）２１０（今年度の実施事項）２１０    

  ・ 「大分大学の広報ポリシー」を策定し，公開システム等の見直しを行う。 

 

ⅤⅤⅤⅤ    その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置    

１１１１    施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置    

○ 施設等の整備に関する具体的方策 

◇ 各分野の教育・研究・診療等の特性に応じた弾力的な施設設備の有効活用及び環境整備

の充実を図るため，施設整備委員会で全学的な既存施設の点検再調査を実施し，経営協議

会等で施設マネジメントシステムを構築する。 

    （今年度の実施事項）２１１（今年度の実施事項）２１１（今年度の実施事項）２１１（今年度の実施事項）２１１    

  ・ （平成１７年度完了） 

 

 ◇ 経営協議会等で大学の施設等整備の長期構想を策定し，計画的な施設等整備の推進に努

める。 

    （今年度の実施事項）２１２（今年度の実施事項）２１２（今年度の実施事項）２１２（今年度の実施事項）２１２    

  ・ 「中長期施設整備構想」（平成１７年度策定）に基づき，耐震補強を中心とする施設整

備等の推進に努めるとともに，附属病院の再整備計画に取り組む。 

 

○ 施設等の機能保全及び維持管理に関する具体的方策 

◇ 施設を長期にわたり活用するために，施設整備委員会で具体的なプリメンテナンス計画

を立案し，潜在するリスクに対応する。また，老朽化対策，施設の安全性，信頼性の確保

に努める。 

    （今年度の実施事項）２１３（今年度の実施事項）２１３（今年度の実施事項）２１３（今年度の実施事項）２１３    

  ・ 「施設・設備等維持管理計画」（プリメンテナンス計画を含む。）及び施設パトロール

結果に基づき優先順位を決定し，老朽対応，安全確保の改修等を順次実施する。 
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 ◇ 施設整備委員会で耐震診断結果に基づく耐震改修計画を策定し推進する。 

    （今年度の実施事項）２１４（今年度の実施事項）２１４（今年度の実施事項）２１４（今年度の実施事項）２１４    

 ・ 「耐震改修計画」（平成１６年度策定）に基づき,教育福祉科学部人文実験研究管理棟，

経済学部管理研究室棟，体育館等の耐震・老朽改修を実施する。 

 

◇ 施設整備委員会でインフラストラクチャーの点検・整備充実に努め，安全で安定的なエ

ネルギー供給を行う。 

    （今年度の（今年度の（今年度の（今年度の実施事項）２１５実施事項）２１５実施事項）２１５実施事項）２１５    

  ・ 「施設・設備等維持管理計画」（エネルギー供給等の改善計画を含む。）に基づき，イ

ンフラストラクチャーの点検・維持に努め，安全で安定的なエネルギー等の供給を行う。 

 

○ 大学キャンパスにふさわしい環境形成に必要となる具体的方策 

◇ 施設整備委員会で学内施設等の社会的弱者への配慮と整備状況を点検し，ユニバーサル

デザイン等のための具体的な整備と推進に努める。 

    （今年度の実施事項）２１６（今年度の実施事項）２１６（今年度の実施事項）２１６（今年度の実施事項）２１６    

  ・ 「ユニバーサルデザイン推進計画」（平成１７年度策定）に基づき，多目的トイレ等を

整備し，社会のニーズに配慮したキャンパスづくりを推進する。 

 

◇ 施設整備委員会，旦野原キャンパス交通対策専門委員会，挾間キャンパス交通対策専門

委員会で学内の交通形態の見直しを図り，車両入構規制，駐車場の有料化等の具体的な計

画を策定し推進する。 

    （今年度の実施事項）２１７（今年度の実施事項）２１７（今年度の実施事項）２１７（今年度の実施事項）２１７    

  ・ 不足する挾間キャンパス駐車場の整備を図り，患者サービスの向上を目指す。 

 

◇ 施設整備委員会で屋外施設・屋外緑化環境の具体的な整備・維持管理計画を策定し，安

全で豊かなキャンパスづくりの推進に努める。 

    （今年度の実施事項）２１８（今年度の実施事項）２１８（今年度の実施事項）２１８（今年度の実施事項）２１８    

  ・ 「屋外施設・屋外環境整備計画」（平成１７年度策定）に基づき，附属学校構内の歩道

等を整備し安全で豊かなキャンパスづくりを推進する。 

 

２２２２    安全管理に関する目標を達成するための措置安全管理に関する目標を達成するための措置安全管理に関する目標を達成するための措置安全管理に関する目標を達成するための措置    

○ 労働安全衛生法等を踏まえた安全管理・事故防止に関する具体的方策 

◇ 新たに設置する安全衛生管理委員会（仮称）で安全管理・事故防止等に関する全学的な

安全衛生管理体制の見直しを図り，施設設備の再点検を行い，改善計画を策定し，安全性

等の強化を図る。 

（今年度の実施事項）２１９（今年度の実施事項）２１９（今年度の実施事項）２１９（今年度の実施事項）２１９    

  ・ 災害対策マニュアルに沿って施設設備の点検，改善を行い，安全性の強化を推進する。 

  

◇ 毒物・劇物，化学物質その他危険物等については，安全衛生管理委員会（仮称）で保管

場所，保管方法，保管量，管理簿（一連の履歴を含む）等の管理体制を見直し，更なる安

全管理の強化に努める。 

（今年度の実施事項）２２０（今年度の実施事項）２２０（今年度の実施事項）２２０（今年度の実施事項）２２０    

  ・ 産業医，衛生管理者の巡視による危険物等の管理体制の点検を引き続き行い，必要な

改善を図る。 

 

○ 学生等の安全確保等に関する具体的方策 

◇ 防火管理委員会で防火管理規程等を見直し，全学的な災害対策マニュアルを策定すると

ともに，定期的な防災訓練の実施に努める。 

    （（（（今年度の実施事項）２２１今年度の実施事項）２２１今年度の実施事項）２２１今年度の実施事項）２２１    
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  ・ 「防災規程」（平成１７年度策定）に基づき作成した「災害対策マニュアル」の周知に

努め，防災訓練を実施する。 

 

◇ 学生生活支援委員会が安全衛生管理委員会（仮称）及び防火管理委員会と連携して学生

等に対する安全・衛生教育及び実験・実習における安全マニュアルを作成し，事故防止の

徹底を図る。 

（今年度の実施事項）２２２（今年度の実施事項）２２２（今年度の実施事項）２２２（今年度の実施事項）２２２    

  ・ 全学的な「学生生活における安全マニュアル」の周知により事故防止の徹底を図る。 

 

 ◇ 附属学校の児童・生徒等の安全を確保するため，必要な安全対策を講ずる。 

（（（（今年度の実施事項）２２３今年度の実施事項）２２３今年度の実施事項）２２３今年度の実施事項）２２３    

  ・ 訓練を継続して実施し，安全確保を徹底する。 

 

◇ 安全衛生管理委員会（仮称）及び環境整備委員会で全学的に防犯・警備体制を見直し強

化を図る。 

（今年度の実施事項）２２４（今年度の実施事項）２２４（今年度の実施事項）２２４（今年度の実施事項）２２４    

  ・ 災害対策マニュアルに沿って環境の安全を確保するとともに，学生の安全確保につい

て，学生支援部門会議において具体的に検討を進める。 

 

○ 学生・職員の健康管理に関する具体的方策 

 ◇ 保健管理センターを中心に学生・職員の健康診断及び相談体制を充実する。 

（今年度の実施事項）２２５（今年度の実施事項）２２５（今年度の実施事項）２２５（今年度の実施事項）２２５    

  ・ 心身の健康管理について学生・職員に対して啓発活動を行うとともに，生活習慣病及

び感染症の予防対策について教育を充実させ，個別指導を徹底させる。 

    

ⅥⅥⅥⅥ    予算（人件費の見積を含む。），収支計画及び資金計画予算（人件費の見積を含む。），収支計画及び資金計画予算（人件費の見積を含む。），収支計画及び資金計画予算（人件費の見積を含む。），収支計画及び資金計画    

        別紙参照別紙参照別紙参照別紙参照    

 

ⅦⅦⅦⅦ    短期借入金の限度額短期借入金の限度額短期借入金の限度額短期借入金の限度額    

 ○ 短期借入金の限度額 

 １ 短期借入金の限度額 

   ２４億円 

 ２ 想定される理由 

   運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り

入れすることも想定される。 

 

ⅧⅧⅧⅧ    重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画        

 ○ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

   附属病院特別医療機械整備に必要となる経費の長期借り入れに伴い，本学病院の敷地及

び建物について，担保に供する。 

 

ⅨⅨⅨⅨ    剰余金の使途剰余金の使途剰余金の使途剰余金の使途        

 ○ 決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充て

る。 
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ＸＸＸＸ    その他その他その他その他        

１１１１    施設・設備に関する計画施設・設備に関する計画施設・設備に関する計画施設・設備に関する計画        

（単位：百万円） 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財   源 

 

・（旦野原他）耐震対策事業 

人文実験研究管理棟（教育

福祉科学部） 

体育館（附属中学校） 

管理研究室棟（経済学部） 

体育館 

 

施設整備費補助金 

   （１,０７３） 

・附属病院特別医療機械 

  臨床検査統合管理システム 

  放射線治療システム 

長期借入金 

（１,０３８） 

 

・小規模改修 

 

総額 

２,１６４ 

 

国立大学財務・経営セ 

ンター施設費交付金 

（５３） 

 注） 金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や，

老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。 

 

２２２２    人事に関する計画人事に関する計画人事に関する計画人事に関する計画    

（１）研究に関する目標を達成するための措置 
○ 適切な研究者等の配置に関する具体的方策 
・ 教員の配置状況及び平成１９年度からの新しい教員の職階制について検証する。 

 （２）全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策 
   ・ 学長裁量定員の有効的配置を継続するとともに，その配置結果について検証する。 
（３）教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置 
 ① 人事評価システムの整備・活用に関する具体的方策 

  ・ 教員については，合理的な教員評価システムの策定に向けて試行を通じて精度を高める

とともに，事務系職員については，適切な人事考課の導入に向けて試行を実施する。 

  ・ 職員表彰規程に基づき，特に顕著な業績を上げた教職員を表彰する。 

② 柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策 

 ・ 柔軟で多様な人事制度の更なる推進を図る。 

③ 任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する具体的方策 

   ・ 任期制を拡大する。 

④ 中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策 

・ 新たな人件費シミュレーションをもとに，点検を行いながら適正かつ効率的な人事管理を推進

する。 

・ 平成１７年度の常勤役員報酬（基本給，諸手当）及び常勤職員給与（基本給，諸手当，

超過勤務手当）に係る人件費予算相当額に比して，概ね１％の削減を図る。 
   ・ 外部資金による人材確保の促進を図る。 
（４）安全管理に関する目標を達成するための措置 

 ① 労働安全衛生法等を踏まえた安全管理・事故防止に関する具体的方策 

  ・ 産業医，衛生管理者の巡視による危険物等の管理体制の点検を引き続き行い，必要な改

善を図る。 

  ② 学生等の安全確保等に関する具体的方策 
   ・ 附属学校の児童・生徒の安全を確保するため，訓練を継続して実施し，安全確保を徹底

する。 

   ・ 災害対策マニュアルに沿って環境の安全を確保するとともに，学生の安全確保について，
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学生支援部門会議において具体的に検討を進める。 

 

（参考１）平成１８年度の常勤職員数（参考１）平成１８年度の常勤職員数（参考１）平成１８年度の常勤職員数（参考１）平成１８年度の常勤職員数１４５４１４５４１４５４１４５４人人人人    

また，任期付職員数の見込みをまた，任期付職員数の見込みをまた，任期付職員数の見込みをまた，任期付職員数の見込みを１０５１０５１０５１０５人とする。人とする。人とする。人とする。    

    

（参考２）平成１８年度の人件費総額見込み（参考２）平成１８年度の人件費総額見込み（参考２）平成１８年度の人件費総額見込み（参考２）平成１８年度の人件費総額見込み１３１３１３１３,,,,１２５１２５１２５１２５百万円百万円百万円百万円    

 

 

 

（別紙）（別紙）（別紙）（別紙）    

○○○○    予算（人件費の見積を含む。），収支計画及び資金計画予算（人件費の見積を含む。），収支計画及び資金計画予算（人件費の見積を含む。），収支計画及び資金計画予算（人件費の見積を含む。），収支計画及び資金計画    

（別表）（別表）（別表）（別表）    

○○○○    学部の学科，研究科の専攻等の名称と学生収容定員，附属学校の収容定員・学級数学部の学科，研究科の専攻等の名称と学生収容定員，附属学校の収容定員・学級数学部の学科，研究科の専攻等の名称と学生収容定員，附属学校の収容定員・学級数学部の学科，研究科の専攻等の名称と学生収容定員，附属学校の収容定員・学級数    
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（別紙）予算，収支計画及び資金計画（別紙）予算，収支計画及び資金計画（別紙）予算，収支計画及び資金計画（別紙）予算，収支計画及び資金計画    

 

１．予  算  

 

平成１９年度 予算 

 

（単位：百万円） 

区    分 金    額 

収入 

 運営費交付金 

 施設整備費補助金 

 船舶建造費補助金 

 施設整備資金貸付金償還時補助金 

 補助金等収入 

 国立大学財務・経営センター施設費交付金 

 自己収入 

授業料，入学金及び検定料収入 

  附属病院収入 

  財産処分収入 

  雑収入 

 産学連携等研究収入及び寄附金収入等 

 長期借入金収入 

 貸付回収金 

 承継剰余金 

 目的積立金取崩 

 

計 

 

９，４６１ 

１，０７３ 

０ 

０ 

０ 

５３ 

 

３，４１８ 

１０，７４６ 

０ 

８５ 

７１１ 

１，０３８ 

０ 

９７ 

２０１ 

 

２６，８８３ 

支出 

 業務費 

  教育研究経費 

  診療経費 

 一般管理費 

 施設整備費 

 船舶建造費 

 補助金等 

 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 

 貸付金 

長期借入金償還金 

国立大学財務・経営センター施設費納付金 

 

計 

 

 

７，９８１ 

１１，５９１ 

３，５５２ 

２，１６４ 

０ 

０ 

７１１ 

０ 

８８４ 

０ 

 

２６，８８３ 

[人件費の見積り] 

  期間中総額１３,１２５百万円を支出する。（退職手当は除く） 

  （うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額１０,４５９百万円） 

 

※「施設整備費補助金」のうち、前年度よりの繰越額１,０７３百万円 
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２．収支計画  

 

平成１９年度 収支計画 

 

（単位：百万円） 

区    分 金    額 

費用の部 

経常費用 

業務費 

   教育研究経費 

   診療経費 

   受託研究費等 

   役員人件費 

   教員人件費 

   職員人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収益の部 

経常収益 

  運営費交付金収益 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料収益 

  附属病院収益 

  受託研究等収益 

  補助金等収益 

  寄附金収益 

  財務収益 

  雑益 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返補助金等戻入 

  資産見返寄附金戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

 臨時利益 

純利益 

目的積立金取崩益 

総利益 

 

２４，５８５ 

 

２，１５９ 

５，６９３ 

２２７ 

３３０ 

７，６０８ 

６，２８３ 

５６５ 

２３４ 

０ 

１，４８６ 

９７ 

 

 

２４，７３６ 

９，２９１ 

３，０２６ 

４１９ 

１２７ 

１０，７４６ 

２３９ 

０ 

４３４ 

１ 

１２６ 

８７ 

３ 

３９ 

１９８ 

９７ 

１５１ 

１２０ 

２７１ 

[収支が均衡しない理由] 

・経常収益の附属病院収益から支払う独立行政法人国立大学財務・経営センターへの長期借入

金償還に係る元金（６８８百万円）については費用計上されない。 

・経常費用の減価償却費のうち国立大学法人会計基準第８３の特定償却資産の指定を受けない

附属病院の資産に係る減価償却額（４１７百万円）については、資産見返収益が計上されな

い。 
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３．資金計画  

 

平成１９年度 資金計画 

 

（単位：百万円） 

区    分 金    額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 翌年度への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料・入学金及び検定料による収入 

  附属病院収入 

  受託研究等収入 

  補助金等収入 

  寄附金収入 

  その他の収入 

投資活動による収入 

  施設費による収入 

  その他の収入 

財務活動による収入 

前年度よりの繰越金 

３１，２７９ 

２２，３９７ 

２，５３１ 

１，５６４ 

４，７８７ 

 

３１，２７９ 

２４，７４２ 

９，４６１ 

３，４１８ 

１０，７４６ 

２４９ 

０ 

４６２ 

４０６ 

１，１２７ 

１，１２６ 

１ 

１，０３８ 

４，３７２ 
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別表（学部別表（学部別表（学部別表（学部の学科，研究科の専攻等）の学科，研究科の専攻等）の学科，研究科の専攻等）の学科，研究科の専攻等）    

 

教育福祉科学部 

 

 

 

 

経済学部 

 

 

 

 

医学部 

 

 

 

工学部 

 

 

学校教育課程 ４００人 

（うち教員養成に係る分野 ４００人） 

情報社会文化課程 ２００人 

人間福祉科学課程 ３８０人 

 

経済学科 ５２０人 

経営システム学科 ５２０人 

地域システム学科 １８０人 

第３年次編入学 ２０人 

 

医学科 ５６０人 

（うち医師養成に係る分野 ５６０人） 

看護学科 ２６０人 

 

機械・エネルギーシステム工学科 ３２０人 

電気電子工学科 ３２０人 

知能情報システム工学科 ２８０人 

応用化学科 ２４０人 

福祉環境工学科 ３２０人 

第３年次編入学 ２０人 

 

 

教育学研究科        

 

 

 

 

経済学研究科        

 

 

 

 

 

 

医学系研究科        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育専攻 １２人 

         （うち修士課程 １２人） 

教科教育専攻 ６６人 

         （うち修士課程 ６６人） 

 

経済社会政策専攻 １６人 

         （うち修士課程 １６人） 

地域経営政策専攻 ２４人 

         （うち修士課程 ２４人） 

地域経営専攻 ３人 

         （うち博士課程  ３人） 

 

病態制御医学専攻 ４４人 

         （うち博士課程 ４４人） 

生体防御医学専攻 ２４人 

         （うち博士課程 ２４人） 

分子機能制御医学専攻 ４０人 

         （うち博士課程 ４０人） 

環境社会医学専攻 １２人 

         （うち博士課程 １２人） 

医科学専攻 ３０人 

         （うち修士課程 ３０人） 

看護学専攻 ３２人 

         （うち修士課程 ３２人） 
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工学研究科         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉社会科学研究科     

 

機械・エネルギーシステム工学専攻 ５４人 

         （うち修士課程 ５４人） 

電気電子工学専攻 ５４人 

         （うち修士課程 ５４人） 

知能情報システム工学専攻 ４８人 

         （うち修士課程 ４８人） 

応用化学専攻 ４２人 

         （うち修士課程 ４２人） 

建設工学専攻 ３０人 

         （うち修士課程 ３０人） 

福祉環境工学専攻 ４２人 

         （うち修士課程 ４２人） 

物質生産工学専攻 １８人 

         （うち博士課程 １８人） 

環境工学専攻 １８人 

         （うち博士課程 １８人） 

 

福祉社会科学専攻 ２４人 

         （うち修士課程 ２４人） 

 

 

教育福祉科学部附属小学校 

 

 

教育福祉科学部附属中学校 

 

 

教育福祉科学部附属幼稚園 

 

 

教育福祉科学部附属特別支

援学校 

 

 

７２０人 

学級数 １８  

 

４８０人 

学級数 １２ 

 

１６０人 

学級数 ５ 

 

６０人 

学級数 ９  

 

 

 

 

 


